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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作装置と近距離無線通信によって接続され、上記操作装置が送信する信号に従って動
作し、上記操作装置の操作者に応じて操作に制限のある操作対象装置であって、
　上記操作者による上記操作装置の操作によって上記操作装置から送信される信号に従っ
て、上記操作者が上記制限のある操作を行うための許可を求める要求を、上記操作装置を
介して、上記許可を与える許可者が用いる許可入力装置に送信する許可要求送信手段と、
　上記要求に対する応答として上記許可入力装置が送信する許可信号を、上記操作装置を
介して受信する許可信号受信手段と、
　上記許可入力装置の通信アドレスと上記操作者の識別情報とを対応づけて格納した記憶
部とを備え、
　上記許可信号受信手段が受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示している場合、
上記操作装置が送信する信号に従って動作を行い、
　上記制限のある操作が行われたとき、上記許可要求送信手段は、上記記憶部に記憶され
ている、上記操作者の識別情報と対応付けられた上記通信アドレスの上記許可入力装置に
、上記許可を求める要求を送信することを特徴とする操作対象装置。
【請求項２】
　上記制限のある操作は、視聴制限があるコンテンツの自装置における再生指示であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の操作対象装置。
【請求項３】
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　上記許可要求送信手段は、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における再生の許可
を求める情報を含む上記要求を送信することを特徴とする請求項２に記載の操作対象装置
。
【請求項４】
　上記許可信号は、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合に、該コンテンツの
購入を許可する旨を含むものであることを特徴とする請求項３に記載の操作対象装置。
【請求項５】
　上記許可要求送信手段は、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における再生期限の
設定を求める情報を含む上記要求を送信することを特徴とする請求項２に記載の操作対象
装置。
【請求項６】
　上記許可要求送信手段は、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における最大再生時
間の設定を求める情報を含む上記要求を送信することを特徴とする請求項２または５に記
載の操作対象装置。
【請求項７】
　上記許可要求送信手段は、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合に、該コン
テンツの購入金額の上限の設定を求める情報を含む上記要求を送信することを特徴とする
請求項２または５または６に記載の操作対象装置。
【請求項８】
　上記操作者の識別情報と上記許可入力装置の通信アドレスとの対応関係を、外部装置か
ら取得して、上記記憶部に格納するユーザ属性情報格納手段を備えることを特徴とする請
求項１から７のいずれか１項に記載の操作対象装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の操作対象装置から、上記操作装置を介して送信
される、上記要求を受信する許可要求受信手段と、
　上記要求に対する許可の入力を上記許可者から受け付ける許可入力手段と、
　上記入力に応じた上記許可信号を、上記操作装置を介して上記操作対象装置に送信する
許可信号送信手段とを備えることを特徴とする許可入力装置。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の操作対象装置に信号を送信する操作装置であっ
て、
　上記操作対象装置から送信される上記要求を、請求項９に記載の許可入力装置に送信す
るとともに、上記許可入力装置から送信される上記許可信号を、上記操作対象装置に送信
する転送処理手段を備えることを特徴とする操作装置。
【請求項１１】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の操作対象装置と、請求項９に記載の許可入力装
置と、請求項１０に記載の操作装置とを備えることを特徴とする遠隔操作システム。
【請求項１２】
　操作装置と近距離無線通信によって接続され、上記操作装置が送信する信号に従って動
作し、上記操作装置の操作者に応じて操作に制限のある操作対象装置の制御方法であって
、
　上記操作者による上記操作装置の操作によって上記操作装置から送信される信号に従っ
て、上記操作者が上記制限のある操作を行うための許可を求める要求を、上記操作装置を
介して、上記許可を与える許可者が用いる許可入力装置に送信する許可要求送信ステップ
と、
　上記要求に対する応答として上記許可入力装置が送信する許可信号を、上記操作装置を
介して受信する許可信号受信ステップと、
　上記許可信号受信ステップにて受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示している
場合、上記操作装置が送信する信号に従って動作を行うステップとを含み、
　上記操作対象装置は、上記許可入力装置の通信アドレスと上記操作者の識別情報とを対
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応づけて格納した記憶部を備えており、
　上記制限のある操作が行われたとき、上記許可要求送信ステップにて、上記記憶部に記
憶されている、上記操作者の識別情報と対応付けられた上記通信アドレスの上記許可入力
装置に、上記許可を求める要求を送信することを特徴とする操作対象装置の制御方法。
【請求項１３】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の操作対象装置、または、請求項９に記載の許可
入力装置、または、請求項１０に記載の操作装置としてコンピュータを機能させるための
制御プログラムであって、コンピュータを上記の各手段として機能させるための制御プロ
グラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、許可者から許可を得ることによって、制限されている操作を実行可能とする
操作対象装置、許可入力装置、操作装置、遠隔操作システム、制御方法、制御プログラム
、および該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）などの高速インターネットアクセス網の普及に
伴い、インターネット上のサーバで提供される映像や音声などのコンテンツを、テレビな
どのコンテンツ表示装置で視聴することのできるＶＯＤ（Video On Demand）サービスが
、家庭で利用されるようになっている。
【０００３】
　このようなＶＯＤサービスでは、すべてのユーザが視聴可能な（つまり、視聴制限がな
い）コンテンツのみならず、未成年者などのユーザが自由に視聴できない（つまり、視聴
制限がある）コンテンツが提供されている場合が多い。視聴制限があるコンテンツとは、
例えば、視聴するユーザの年齢に制限を設けているコンテンツ（言い換えれば、レーティ
ング規制のあるコンテンツ）や、料金を支払って購入しなければ視聴できないコンテンツ
（言い換えれば、有料コンテンツ）などである。
【０００４】
　そして、ＶＯＤサービスでは、視聴制限があるコンテンツを、未成年者などのユーザが
自由に視聴できない仕組みが設けられているのが一般的である。この仕組みは、ペアレン
タルロックとも称される。具体的には、視聴制限があるコンテンツを視聴しようとした場
合に、例えば、所定のパスワードや暗証番号などの入力が求められるような仕組みになっ
ている。そして、例えば保護者などのユーザが、上記所定のパスワードや暗証番号などを
入力することによって、ペアレンタルロックが解除されるようになっている。したがって
、保護者などのユーザにペアレンタルロックを解除してもらえば、未成年者などのユーザ
でも視聴制限があるコンテンツを視聴することができる。
【０００５】
　ところで、視聴制限があるコンテンツを視聴できないようにする方法は、上述したペア
レンタルロックに限らない。例えば、あらかじめユーザや端末に応じて、視聴権限を設け
ておく方法が開示されている。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、ユーザＩＤに応じた、テレビ受像機の制御操作に関する視聴
許容条件などを管理しておくことにより、ユーザ毎の視聴に係る管制を行う技術が開示さ
れている。そして、この技術によれば、リモートコントローラから送信されるユーザＩＤ
を基に、上記管理している視聴許容条件を参照することにより、ユーザＩＤによって特定
されるユーザによるリモートコントローラからの操作に対する応答の動作態様を管制する
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（例えば、ユーザの年齢に応じた視聴の可否に係る規制を行う）ことができる旨が記載さ
れている。
【０００７】
　また、特許文献２には、ある放送受信装置が有する視聴ライセンスを、別の放送受信装
置に委譲する技術が開示されている。そして、この技術によれば、ある放送受信装置（例
えば、自宅の放送受信装置）のみで視聴できるコンテンツを、委譲先の放送受信装置（例
えば、外出先の放送受信装置）でも視聴することができる旨が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－２７９４５３号公報（公開日：２００６年１０月１２日）
【特許文献２】特開２００７－２１４６６７号公報（公開日：２００７年８月２３日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した、ペアレンタルロックを解除するためのパスワードなどの情報
は、通常、保護者などの権限を有するユーザのみが知っているものである。さらに、子供
などの権限の無いユーザに有料コンテンツを自由に購入させないようにするため、権限を
有するユーザは、上記所定のパスワードを、子供などの権限の無いユーザには教えないの
が一般的である。そのため、権限の無いユーザが、視聴制限があるコンテンツを視聴した
い場合、または、有料コンテンツを購入したい場合は、その都度、権限を有するユーザに
リモートコントローラの操作を交代し、上記所定のパスワードを入力してもらう必要があ
る。つまり、権限を有するユーザに、テレビなどのコンテンツ表示装置の前で、リモート
コントローラを操作してもらう必要がある。したがって、権限を有するユーザが、テレビ
などのコンテンツ表示装置の近くに居なければ、権限の無いユーザは、視聴制限があるコ
ンテンツを視聴できないという問題がある。
【０００９】
　また、特許文献１に開示されている方法では、ユーザＩＤに応じた視聴許容条件を管理
しているため、ユーザに応じて、許可される操作及び許可されない操作が決まることとな
る。そのため、ある操作を行うことができるユーザは、該操作が許可されているユーザの
みであり、該操作が許可されていないユーザは、該操作を行うことができない。したがっ
て、視聴制限されている有料コンテンツの視聴において、特許文献１に開示されている技
術を適用しても、有料コンテンツの視聴が許可されているユーザに、テレビなどのコンテ
ンツ表示装置の前で、視聴操作の全体を行ってもらわなければ、有料コンテンツの視聴を
許可されていないユーザはコンテンツを視聴することができない。
【００１０】
　また、特許文献２に開示されている方法では、ある放送受信装置が有する視聴ライセン
スを、別の放送受信装置に委譲することはできるが、これは、ユーザ（またはユーザが使
用する装置）毎にユーザに応じた視聴権限を委譲する仕組みではない。したがって、視聴
ライセンスを委譲する元の放送受信装置において視聴が許可されていないコンテンツは、
視聴ライセンスが委譲された放送受信装置においても、依然として視聴することができな
い。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、所定の操作の実行
を制限されている操作者に対して、権限を有する許可者が簡易な操作で許可を与えること
により、上記操作者が上記制限されている操作を実行可能とすることができる操作対象装
置、許可入力装置、操作装置、遠隔操作システム、制御方法、制御プログラム、および該
プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る操作対象装置は、操作装置と近距離無線通信
によって接続され、上記操作装置が送信する信号に従って動作し、上記操作装置の操作者
に応じて操作に制限のある操作対象装置であって、上記操作者による上記操作装置の操作
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によって上記操作装置から送信される信号に従って、上記操作者が上記制限のある操作を
行うための許可を求める要求を、上記操作装置を介して、上記許可を与える許可者が用い
る許可入力装置に送信する許可要求送信手段と、上記要求に対する応答として上記許可入
力装置が送信する許可信号を、上記操作装置を介して受信する許可信号受信手段とを備え
、上記許可信号受信手段が受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示している場合、
上記制限のある操作に応じた動作を行うことを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明に係る操作対象装置の制御方法は、操作装置と近距離無線通信によって接
続され、上記操作装置が送信する信号に従って動作し、上記操作装置の操作者に応じて操
作に制限のある操作対象装置の制御方法であって、上記操作者による上記操作装置の操作
によって上記操作装置から送信される信号に従って、上記操作者が上記制限のある操作を
行うための許可を求める要求を、上記操作装置を介して、上記許可を与える許可者が用い
る許可入力装置に送信する許可要求送信ステップと、上記要求に対する応答として上記許
可入力装置が送信する許可信号を、上記操作装置を介して受信する許可信号受信ステップ
と、上記許可信号受信ステップにて受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示してい
る場合、上記制限のある操作に応じた動作を行うステップとを含むことを特徴としている
。
【００１４】
　上記の構成によれば、上記操作者が上記制限のある操作を行うための許可を求める要求
を、上記操作装置を介して、上記許可者が用いる上記許可入力装置に送信することができ
る。そして、上記要求に対する応答として上記許可入力装置が送信する上記許可信号を、
上記操作装置を介して受信することができる。そして、上記許可信号が、上記操作の許可
を示している場合、上記制限のある操作に応じた動作を行うことができる。
【００１５】
　よって、上記操作装置を用いる上記操作者が、上記操作対象装置における上記制限のあ
る操作を行うにあたり、上記操作対象装置と上記許可入力装置との間で、上記操作装置を
介して、上記許可を求める要求及びその応答をやりとりすることにより、上記許可入力装
置から許可信号を得ることができる。
【００１６】
　したがって、上記操作者は、上記許可者の許可を得ることにより、上記制限のある操作
を行うことができるという効果を奏する。
【００１７】
　さらに、上記操作者は、自らが用いる上記操作装置を用いて上記操作対象装置を操作す
るだけで、上記許可者の許可を得ることができるので、上記操作者の利便性が向上すると
いう効果を奏する。
【００１８】
　さらに、上記操作対象装置と上記許可入力装置とは直接やりとりを行わず、上記操作装
置と上記許可入力装置とが通信を行なうので、上記操作対象装置と上記許可入力装置とが
直接通信できない場合（例えば、操作者が自宅の操作対象装置を操作しようとしていると
きに、許可者が外出している場合など）であっても、上記操作者は、上記許可者から許可
を得ることができるという効果を奏する。
【００１９】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記制限のある操作は、
視聴制限があるコンテンツの自装置における再生指示である構成としてもよい。
【００２０】
　上記の構成によれば、上記操作者が、視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置に
おける再生指示を行う操作は、上記制限されている操作である。
【００２１】
　よって、上記操作者が、視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指
示を行うにあたり、上記許可者に許可を求めることができる。
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【００２２】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示が制
限されている上記操作者であっても、上記許可者から許可を得て、上記視聴制限があるコ
ンテンツの上記操作対象装置における再生指示を行うことができるという効果を奏する。
【００２３】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可要求送信手段は
、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における再生の許可を求める情報を含む上記要
求を送信する構成としてもよい。
【００２４】
　上記の構成によれば、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生
の許可を求める情報を含む上記要求を、上記許可者が用いる上記許可入力装置に送信する
ことができる。
【００２５】
　よって、上記許可者に、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における再生の許可を
求めることができる。
【００２６】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示が制
限されている上記操作者であっても、上記許可者から、上記視聴制限があるコンテンツの
上記操作対象装置における再生の許可を得て、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作
対象装置における再生指示を行うことができるという効果を奏する。
【００２７】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可信号は、上記視
聴制限があるコンテンツが有料である場合に、該コンテンツの購入を許可する旨を含むも
のである構成としてもよい。
【００２８】
　上記の構成によれば、上記要求に対する応答として上記許可入力装置からの、コンテン
ツの購入を許可する旨を含む上記許可信号を受信することができる。
【００２９】
　よって、上記操作者が、視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指
示を行うにあたり、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合は、上記許可者から
、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生の許可および、該コン
テンツの購入の許可を得ることができる。
【００３０】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合、上記操作者が該コンテ
ンツの購入操作を行わなくても、該コンテンツの上記操作対象装置における再生指示を行
うことができるという効果を奏する。
【００３１】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可要求送信手段は
、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における再生期限の設定を求める情報を含む上
記要求を送信する構成としてもよい。
【００３２】
　上記の構成によれば、上記視聴制限があるコンテンツの操作対象装置における再生期限
の設定を求める情報を含む上記要求を、上記許可者が用いる上記許可入力装置に送信する
ことができる。
【００３３】
　よって、上記操作者は、上記許可者に、上記視聴制限があるコンテンツの自装置におけ
る再生期限の設定を求めることができる。
【００３４】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示が制
限されている上記操作者であっても、上記許可者に上記再生期限の設定を求めた結果、上
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記許可者が上記再生期限を設定すれば、上記操作者は、上記再生期限内で上記視聴制限が
あるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示を行うことができるという効果を奏
する。すなわち、上記操作者は、上記再生期限内であれば、上記許可者に上記許可を求め
なくても、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示を行うこ
とができるという効果を奏する。
【００３５】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可要求送信手段は
、上記視聴制限があるコンテンツの自装置における最大再生時間の設定を求める情報を含
む上記要求を送信する構成としてもよい。
【００３６】
　上記の構成によれば、上記視聴制限があるコンテンツの操作対象装置における最大再生
時間の設定を求める情報を含む上記要求を、上記許可者が用いる上記許可入力装置に送信
することができる。
【００３７】
　よって、上記操作者は、上記許可者に、上記視聴制限があるコンテンツの自装置におけ
る最大再生時間の設定を求めることができる。
【００３８】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生指示が制
限されている上記操作者であっても、上記許可者に上記最大再生時間の設定を求めた結果
、上記許可者が上記最大再生時間を設定すれば、上記操作者は、上記最大再生時間の範囲
内で上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置における再生を行うことができる
という効果を奏する。すなわち、上記操作者は、上記最大再生時間の範囲内であれば、上
記許可者に上記許可を求めなくても、上記視聴制限があるコンテンツの上記操作対象装置
における再生を行うことができるという効果を奏する。
【００３９】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可要求送信手段は
、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合に、該コンテンツの購入金額の上限の
設定を求める情報を含む上記要求を送信する構成としてもよい。
【００４０】
　上記の構成によれば、上記視聴制限があるコンテンツが有料である場合に、該コンテン
ツの購入金額の上限の設定を求める情報を含む上記要求を、上記許可者が用いる上記許可
入力装置に送信することができる。
【００４１】
　よって、上記操作者は、上記許可者に、上記コンテンツの購入金額の上限の設定の設定
を求めることができる。
【００４２】
　したがって、上記視聴制限があるコンテンツが有料であっても、上記許可者に上記購入
金額の上限の設定を求めた結果、上記許可者が上記購入金額の上限を設定すれば、上記操
作者は、上記購入金額の上限の範囲内で上記視聴制限があるコンテンツを購入することが
できるという効果を奏する。すなわち、上記操作者は、上記購入金額の上限の範囲内であ
れば、上記許可者に上記許可を求めなくても、上記視聴制限があるコンテンツを購入する
ことができるという効果を奏する。
【００４３】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記許可入力装置の通信
アドレスと上記操作者の識別情報とを対応づけて格納した記憶部をさらに備え、上記操作
者が上記制限のある操作を行うとき、上記許可要求送信手段は、上記記憶部に記憶されて
いる、上記操作者の識別情報と対応付けられた上記通信アドレスの上記許可入力装置に、
上記許可を求める要求を送信する構成としてもよい。
【００４４】
　上記の構成によれば、上記操作者が上記制限のある操作を行うとき、上記記憶部に格納
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されている、上記許可入力装置の通信アドレスと上記操作者の識別情報との対応関係を参
照することにより、上記操作者に対応づけられた通信アドレスを有する上記許可入力装置
に上記許可を求める要求を送信することができる。
【００４５】
　よって、上記操作者は、予め対応づけられた上記許可入力装置を用いる上記許可者に対
して、上記許可を求める要求を送信することができる。
【００４６】
　したがって、上記許可入力装置の通信アドレスと上記操作者の識別情報との適切な対応
づけが上記記憶部に格納されていれば、上記操作者（例えば、未成年者）に応じた適切な
上記許可者（例えば、該未成年者の保護者）に対して上記許可を求めることができるとい
う効果を奏する。
【００４７】
　さらに、本発明に係る操作対象装置は、上記の構成において、上記操作者の識別情報と
上記許可入力装置の通信アドレスとの対応関係を、外部装置から取得して、上記記憶部に
格納するユーザ属性情報格納手段を備える構成としてもよい。
【００４８】
　上記の構成によれば、上記操作者の識別情報と上記許可入力装置の通信アドレスとの対
応関係を、外部装置から取得し、該取得した対応関係を上記記憶部に格納することができ
る。
【００４９】
　よって、外部装置から取得した、上記操作者の識別情報と上記許可入力装置の通信アド
レスとの対応関係を用いて、上記許可入力装置に上記許可を求める要求を送信することが
できる。
【００５０】
　したがって、上記操作者が上記操作装置を用いて操作する上記操作対象装置が、どの上
記操作対象装置であっても、外部装置から取得した上記許可入力装置の通信アドレスを用
いて上記許可を求める要求を送信することができるので、例えば、上記操作者が通常操作
している上記操作対象装置（例えば、自宅のテレビジョン受像機）とは異なる上記操作対
象装置（例えば、外出先のテレビジョン受像機）を、上記操作装置を用いて操作する場合
であっても、外部装置から取得した、上記操作者の識別情報と上記許可入力装置の通信ア
ドレスとの対応関係を用いることによって、適切な上記許可者に上記許可を求めることが
できるという効果を奏する。
【００５１】
　また、本発明に係る許可入力装置は、上記操作対象装置から、上記操作装置を介して送
信される、上記要求を受信する許可要求受信手段と、上記要求に対する許可の入力を上記
許可者から受け付ける許可入力手段と、上記入力に応じた上記許可信号を、上記操作装置
を介して上記操作対象装置に送信する許可信号送信手段とを備えることを特徴としている
。
【００５２】
　上記の構成によれば、上記許可入力装置は、上記操作装置を介して上記操作対象装置か
ら送信される、上記要求を受信することができる。そして、上記要求に対する許可の入力
を上記許可者から受け付けることができる。そして、上記入力に応じた上記許可信号を、
上記操作装置を介して上記操作対象装置に送信することができる。
【００５３】
　よって、上記操作対象装置から送信される上記要求に対して、上記許可者が許可した結
果を、上記操作対象装置に送信することができる。
【００５４】
　したがって、上記許可者が許可した結果に従って、上記操作者に、上記操作対象装置に
おける上記制限のある操作を行わせることができる。
【００５５】
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　さらに、上記許可者は、自らが用いる許可入力装置を操作するだけで、上記許可を入力
することができる（つまり、上記操作対象装置および上記操作装置を操作する必要がない
）ので、上記許可者の利便性が向上するという効果を奏する。
【００５６】
　さらに、上記操作対象装置と上記許可入力装置とは直接やりとりを行わず、上記操作装
置と上記許可入力装置とが通信を行なうので、上記操作対象装置と上記許可入力装置とが
直接通信できない場合（例えば、操作者が自宅の操作対象装置を操作しようとしていると
きに、許可者が外出している場合など）であっても、上記許可者は、上記操作者に許可を
与えることができるという効果を奏する。
【００５７】
　さらに、本発明に係る操作装置は、上記操作対象装置に信号を送信する操作装置であっ
て、上記操作対象装置から送信される上記要求を、上記許可入力装置に送信するとともに
、上記許可入力装置から送信される上記許可信号を、上記操作対象装置に送信する転送処
理手段を備えることを特徴としている。
【００５８】
　上記の構成によれば、上記操作対象装置から送信される上記要求を、上記許可入力装置
に送信することができる。また、上記許可入力装置から送信される上記許可信号を、上記
操作対象装置に送信することができる。
【００５９】
　よって、上記操作対象装置と上記許可入力装置とのやりとりを中継することができる、
　したがって、上記操作対象装置と上記許可入力装置とが直接通信できない場合（例えば
、操作者が自宅の操作対象装置を操作しようとしているときに、許可者が外出している場
合など）であっても、上記許可者から許可を得ることができるという効果を奏する。
【００６０】
　さらに、本発明に係る遠隔操作システムは、上記操作対象装置と、上記許可入力装置と
、上記操作対象装置に操作信号を送信する操作装置とを備えることを特徴としている。
【００６１】
　上記の構成によれば、遠隔操作システムは、上記操作対象装置と、上記許可入力装置と
、上記操作対象装置と上記許可入力装置とを中継する上記操作装置とを含んでいるので、
上記操作装置の操作者の、上記操作対象装置での制限のある操作を行うための許可を求め
る要求を、上記操作対象装置が上記操作装置を介して上記許可入力装置に送信し、そして
、上記許可入力装置は、上記要求に対する許可の入力を許可者から受け付けた結果を許可
信号として上記操作装置を介して上記操作対象装置に送信し、そして、上記操作対象装置
は、上記許可信号が上記操作の許可を示している場合、上記制限のある操作に応じた動作
を行うことができる。
【００６２】
　よって、上記操作者は上記操作装置を用いて上記操作対象装置での制限のある操作を行
う場合、上記許可入力装置を用いる上記許可者から許可を得ることができる。
【００６３】
　したがって、上記操作者は、上記許可者の許可を得ることにより、上記制限のある操作
を行うことができるという効果を奏する。
【００６４】
　なお、上記操作対象装置、上記許可入力装置、及び上記操作装置は、コンピュータによ
って実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記操作対象装置、上記許可入力装
置、及び上記操作装置の各手段として動作させることにより、上記操作対象装置、上記許
可入力装置、及び上記操作装置をコンピュータにて実現させる制御プログラム、及びそれ
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００６５】
　以上のように、本発明に係る操作対象装置は、操作装置と近距離無線通信によって接続
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され、上記操作装置が送信する信号に従って動作し、上記操作装置の操作者に応じて操作
に制限のある操作対象装置であって、上記操作者による上記操作装置の操作によって上記
操作装置から送信される信号に従って、上記操作者が上記制限のある操作を行うための許
可を求める要求を、上記操作装置を介して、上記許可を与える許可者が用いる許可入力装
置に送信する許可要求送信手段と、上記要求に対する応答として上記許可入力装置が送信
する許可信号を、上記操作装置を介して受信する許可信号受信手段とを備え、上記許可信
号受信手段が受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示している場合、上記制限のあ
る操作に応じた動作を行う。
【００６６】
　また、本発明に係る操作対象装置の制御方法は、操作装置と近距離無線通信によって接
続され、上記操作装置が送信する信号に従って動作し、上記操作装置の操作者に応じて操
作に制限のある操作対象装置の制御方法であって、上記操作者による上記操作装置の操作
によって上記操作装置から送信される信号に従って、上記操作者が上記制限のある操作を
行うための許可を求める要求を、上記操作装置を介して、上記許可を与える許可者が用い
る許可入力装置に送信する許可要求送信ステップと、上記要求に対する応答として上記許
可入力装置が送信する許可信号を、上記操作装置を介して受信する許可信号受信ステップ
と、上記許可信号受信ステップにて受信した上記許可信号が、上記操作の許可を示してい
る場合、上記制限のある操作に応じた動作を行うステップとを含む。
【００６７】
　よって、上記操作装置を用いる上記操作者が、上記操作対象装置における上記制限のあ
る操作を行うにあたり、上記操作対象装置と上記許可入力装置との間で、上記操作装置を
介して、上記許可を求める要求及びその応答をやりとりすることにより、上記許可入力装
置から許可信号を得ることができる。
【００６８】
　したがって、上記操作者は、上記許可者の許可を得ることにより、上記制限のある操作
を行うことができるという効果を奏する。
【００６９】
　さらに、上記操作者は、自らが用いる上記操作装置を用いて上記操作対象装置を操作す
るだけで、上記許可者の許可を得ることができるので、上記操作者の利便性が向上すると
いう効果を奏する。
【００７０】
　さらに、上記操作対象装置と上記許可入力装置とは直接やりとりを行わず、上記操作装
置と上記許可入力装置とが通信を行なうので、上記操作対象装置と上記許可入力装置とが
直接通信できない場合（例えば、操作者が自宅の操作対象装置を操作しようとしていると
きに、許可者が外出している場合など）であっても、上記操作者は、上記許可者から許可
を得ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　〔システムの要部構成〕
　図２を参照しながら、各実施の形態に係る遠隔操作システム１００の要部構成について
説明する。図２は、遠隔操作システム１００の要部構成を示すブロック図である。図示の
ように、遠隔操作システム１００は、操作対象装置２００、遠隔操作装置３００（操作装
置、許可入力装置）、及びサービス提供装置４００を備えている。遠隔操作システム１０
０は、サービス提供装置４００から通信ネットワーク５００を介して各種情報を取得する
ために、操作対象装置２００を、遠隔操作装置３００にて操作するシステムである。各実
施の形態では、遠隔操作装置３００として、携帯電話機を想定している。また、操作対象
装置２００として、テレビジョン受像機を想定している。また、サービス提供装置４００
として、映像や音声などのコンテンツを配信するコンテンツ配信サーバを想定している。
【００７２】
　すなわち、各実施の形態に係る遠隔操作システム１００は、遠隔操作装置３００として
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の携帯電話機で、操作対象装置２００としてのテレビジョン受像機を操作することにより
、サービス提供装置４００としてのコンテンツ配信サーバで提供されているコンテンツを
視聴可能な、ＶＯＤサービスを提供するシステムを想定している。
【００７３】
　なお、遠隔操作システム１００は、遠隔操作装置３００にて操作対象装置２００を操作
可能なシステムであればよく、上記の例に限定されない。例えば、遠隔操作装置３００は
、操作信号を送信して操作対象装置２００を操作する機能を備えていればよく、ＰＤＡ（
Personal Digital Assistance）、ＰＨＳ（Personal handy Phone System）、ノート型パ
ソコン、携帯型ゲーム機等であってもよい。もちろん、遠隔操作装置３００は、操作対象
装置２００を操作するための専用リモコンであってもよい。また、操作対象装置２００は
、遠隔操作装置３００が送信する操作信号を受信して動作制御されるものであればよく、
例えばパーソナルコンピュータ、録画装置、音楽プレーヤー、エアーコンディショナー等
であってもよい。また、サービス提供装置４００は、操作対象装置２００に各種情報を配
信可能なものであればよく、例えば、ニュース記事を配信可能なニュース配信サーバ等で
あってもよい。
【００７４】
　また、サービス提供装置４００にて提供されるコンテンツは、テキストデータ、音声デ
ータ、画像データ、映像データ、アプリケーションまたはそれらを組み合わせたものであ
ってもよく、また、特定のフォーマットに限定されるものではない。
【００７５】
　（操作対象装置の構成）
　操作対象装置２００は、図示のように、チューナ２０１、音声出力部２０２、操作対象
装置制御部２０３、表示部２０４、操作部２０５、一時記憶部２０６、操作対象装置記憶
部２０７、外部通信部２０８、及び被操作側通信部２０９を備えている。
【００７６】
　チューナ２０１は、操作対象装置制御部２０３が指定するチャンネルの放送波を選択し
て受信し、これを所定の信号に変換して出力する。操作対象装置２００は、この信号にデ
コード等の処理を施すことによって、受信したチャンネルの映像や音声を出力する。なお
、チューナ２０１は、放送波の受信及び受信した放送波の所定の信号への変換機能を備え
ていればよく、例えば地上デジタルチューナ、ＢＳ、ＣＳチューナ等、必要に応じて従来
の一般的なものを適用することもできる。
【００７７】
　音声出力部２０２は、チューナ２０１の出力及び操作対象装置制御部２０３の指示に基
づいて音声を操作対象装置２００の外部に出力する。音声出力部２０２は、例えばスピー
カで構成することができる。
【００７８】
　操作対象装置制御部２０３は、操作対象装置２００の動作を統括して制御するものであ
り、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等で構成することができる。操作対象装
置制御部２０３は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成される一時記憶部２
０６を作業領域として動作する。なお、操作対象装置制御部２０３が行う処理の詳細につ
いては、後に詳しく説明する。
【００７９】
　表示部２０４は、チューナ２０１の出力及び操作対象装置制御部２０３の指示に基づい
て映像を表示する表示装置である。例えば、ＬＣ（Liquid Crystal）表示パネルやＥＬ（
Electro Luminescence）表示パネル、ＣＲＴ（cathode-ray tube）表示装置等を表示部２
０４として適用することができる。
【００８０】
　操作部２０５は、ユーザが操作対象装置２００に操作入力を行うためのものである。操
作部２０５は、ユーザが所望の操作入力を行えるものであればよく、特に限定されない。
ここでは、操作部２０５として各種操作入力に対応する操作キーが設けられていることを
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想定している。具体的には、チャンネルの変更、音量の増減、操作対象装置２００の電源
のオン／オフ等の操作入力用の操作キーがそれぞれ設けられていることを想定している。
【００８１】
　操作対象装置記憶部２０７は、図示のように、プログラム及びデータを格納している。
操作対象装置２００は、操作対象装置記憶部２０７に格納されているプログラムを、操作
対象装置制御部２０３が一時記憶部２０６に読み出して実行することによって予め定めら
れた動作を実行する。
【００８２】
　外部通信部２０８及び被操作側通信部２０９は、操作対象装置２００が外部の機器と通
信を行うためのものである。外部通信部２０８は、通信ネットワーク５００と接続可能に
構成されており、図示していないが、外部通信部２０８と通信ネットワーク５００との間
には、ＬＡＮ（Local Area Network）やルータ等の通信を行うために必要な構成が適宜設
けられている。被操作側通信部２０９は、遠隔操作装置３００の操作側通信部３０２と通
信可能に構成されている。被操作側通信部２０９の詳細については後述する。
【００８３】
　なお、上述したように、操作対象装置２００はテレビジョン受像機を想定しているので
、上記機能のほか、テレビジョン受像機が一般的に備える機能（チャンネルの変更、音量
の調整、画面の明るさの調整なお）を備えているものとする。
【００８４】
　（遠隔操作装置の構成）
　遠隔操作装置３００は、図示のように、操作側通信部３０２、電話・Ｗｅｂ通信部３０
３、音声入力部３０４、音声出力部３０５、遠隔操作装置制御部３０６、表示部３０７、
操作部３０８、一時記憶部３０９、及び遠隔操作装置記憶部３１０を備えている。
【００８５】
　操作側通信部３０２は、遠隔操作装置３００が外部の機器と通信を行うためのものであ
る。操作側通信部３０２は、操作対象装置２００の被操作側通信部２０９と通信可能に構
成されている。操作側通信部３０２の詳細については後述する。
【００８６】
　電話・Ｗｅｂ通信部３０３は、携帯電話網等を介して、他の携帯電話機や一般電話機と
通話を行ったり、インターネットに接続して通信を行ったりするためのものである。その
ために、電話・Ｗｅｂ通信部３０３は、通信ネットワーク５００と接続可能に構成されて
いる。なお、これらの機能は図示しない電話網通信部及び携帯回線部によって実現される
。
【００８７】
　音声入力部３０４は、例えば通話時等において遠隔操作装置３００に音声信号を入力す
るためのものであり、音声出力部３０５は、通話時等において電話・Ｗｅｂ通信部３０３
が受信した音声信号等に基づいて音声を出力するためのものである。また、音声出力部３
０５は、電話やメール等の着信を示す音声等も出力する。音声入力部３０４及び音声出力
部３０５は、それぞれ音声の入力及び出力ができるものであればよく、従来の携帯電話機
等で使用されているものを適用することもできる。
【００８８】
　遠隔操作装置制御部３０６は、遠隔操作装置３００の動作を統括して制御するものであ
り、例えばＣＰＵ等で構成することができる。遠隔操作装置制御部３０６は、例えばＲＡ
Ｍ等で構成される一時記憶部１２９を作業領域として動作する。なお、遠隔操作装置制御
部３０６が行う処理の詳細については、後に詳しく説明する。
【００８９】
　表示部３０７は、遠隔操作装置制御部３０６の指示に従って画像を表示するものであり
、図示していないが、遠隔操作装置制御部３０６と表示部３０７との間には、ＶＤＰ（Vi
deo Display Processor）及びＶＲＡＭ（Video RAM）等の画像を表示するために必要な構
成が適宜設けられている。表示部３０７は、例えばＬＣ表示パネルやＥＬ表示パネル等で
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構成することができる。
【００９０】
　操作部３０８は、遠隔操作装置３００のユーザが遠隔操作装置３００に操作入力を行う
ためのものであり、ユーザが所望の操作入力を行えるものであれば特に限定されない。な
お、ここでは、操作部３０８は、遠隔操作装置３００の本体表面に設けられた操作キーで
あることを想定している。具体的には、操作キーとして、メールに関連するメニュー画面
やインターネット接続に関するメニュー画面等を表示部３０７に表示させる各種メニュー
キーや、表示部３０７に表示される項目を選択するための上下左右の方向キー、選択され
た項目を決定する決定キー、数字や文字を入力するための文字入力キー等を含む複数の操
作キーを備えていることを想定している。
【００９１】
　遠隔操作装置記憶部３１０は、図示のように、プログラム及びデータを格納している。
遠隔操作装置３００は、遠隔操作装置記憶部３１０に格納されているプログラムを、遠隔
操作装置制御部３０６が一時記憶部３０９に読み出して実行することによって予め定めら
れた動作を実行する。また、例えば電話・Ｗｅｂ通信部３０３が受信したメール等のデー
タや、遠隔操作装置３００のユーザが記録した電話番号やメールアドレス等のデータが遠
隔操作装置記憶部３１０に格納されるようになっている。
【００９２】
　（サービス提供装置の構成）
　サービス提供装置４００は、図示のように、音声出力部４０２、サービス提供装置制御
部４０３、表示部４０４、操作部４０５、一時記憶部４０６、サービス提供装置記憶部４
０７、及び外部通信部４０８を備えている。
【００９３】
　音声出力部４０２は、サービス提供装置制御部４０３の指示に基づいて音声をサービス
提供装置４００の外部に出力する。音声出力部４０２は、例えばスピーカで構成すること
ができる。
【００９４】
　サービス提供装置制御部４０３は、サービス提供装置４００の動作を統括して制御する
ものであり、例えばＣＰＵ等で構成することができる。サービス提供装置制御部４０３は
、例えばＲＡＭ等で構成される一時記憶部４０６を作業領域として動作する。なお、サー
ビス提供装置制御部４０３が行う処理の詳細については、後に詳しく説明する。
【００９５】
　表示部４０４は、サービス提供装置制御部４０３の指示に基づいて、サービスの設定画
面などを表示する表示装置である。例えば、ＬＣ表示パネルやＥＬ表示パネル、ＣＲＴ表
示装置等を表示部４０４として適用することができる。
【００９６】
　操作部４０５は、ユーザがサービス提供装置４００に操作入力を行うためのものである
。操作部４０５は、ユーザが所望の操作入力を行えるものであればよく、特に限定されな
い。ここでは、サービス提供装置４００で提供する各種サービスの設定やコンテンツのメ
ンテナンスなどの複雑な操作を行うために、操作部４０５としてキーボードを想定してい
る。
【００９７】
　サービス提供装置記憶部４０７は、図示のように、プログラム及びデータを格納してい
る。サービス提供装置４００は、サービス提供装置記憶部４０７に格納されているプログ
ラムを、サービス提供装置制御部４０３が一時記憶部４０６に読み出して実行することに
よって予め定められた動作を実行する。
【００９８】
　外部通信部４０８は、サービス提供装置４００が外部の機器と通信を行うためのもので
ある。外部通信部４０８は、通信ネットワーク５００と接続可能に構成されており、図示
していないが、外部通信部４０８と通信ネットワーク５００との間には、ＬＡＮやルータ
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等の通信を行うために必要な構成が適宜設けられている。
【００９９】
　（操作対象装置２００と遠隔操作装置３００との通信）
　上述のように、操作側通信部３０２は被操作側通信部２０９と通信可能に構成されてい
る。すなわち、遠隔操作装置３００と操作対象装置２００とは、操作側通信部３０２と被
操作側通信部２０９とで形成される通信経路を用いて通信を行うことができるようになっ
ている。
【０１００】
　操作側通信部３０２と被操作側通信部２０９とで形成される通信経路は、遠隔操作装置
３００と操作対象装置２００とでデータの送受信を行うために使用される。ここでは、通
信経路には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を適用することを想定している。すな
わち、被操作側通信部２０９及び操作側通信部３０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信にて信
号の送受信を行うことのできる通信部である。
【０１０１】
　なお、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信は、無指向性通信であるから、操作側通信部３０２と被
操作側通信部２０９とでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う場合には、ユーザの意図しない機
器が誤って操作されることがないように、予めＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の通信先機器を登
録するペアリング処理を行う必要がある。ペアリングとは、無指向性の通信手段にて通信
を行うために、通信装置同士が互いのアドレスを登録し合う処理である。ペアリングを行
うことによって、操作対象装置２００と遠隔操作装置３００とでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
用のアドレスが互いに登録されるので、このアドレスを指定してＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
を行うことによって、ユーザの意図しない機器が誤って操作されることを防ぐことができ
る。各実施の形態では、操作対象装置２００と遠隔操作装置３００とは、上述したペアリ
ング処理を既に行っており、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信用のアドレスを互いに登録している
ものとする。
【０１０２】
　なお、通信経路は、データの送受信を行えるものであればよく、無線ＬＡＮを始めとす
るＩＥＥＥ８０２．１１無線やＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等を適用することもできる。
【０１０３】
　また、遠隔操作装置３００から操作対象装置２００に対して片方向の通信を行うだけで
よい場合は、上記通信経路には、赤外線通信等を適用してもよい。
【０１０４】
　（操作対象装置２００とサービス提供装置４００との通信）
　また、上述のように、操作対象装置２００の外部通信部２０８は通信ネットワーク５０
０と通信可能に構成されている。また、サービス提供装置４００の外部通信部４０８も同
様に通信ネットワーク５００と通信可能に構成されている。すなわち、操作対象装置２０
０とサービス提供装置４００とは、通信ネットワーク５００を介して形成される通信経路
を用いて通信を行うことができるようになっている。なお、この場合、通信ネットワーク
５００には、例えばインターネットを適用することを想定している。
【０１０５】
　（遠隔操作装置３００とサービス提供装置４００との通信）
　また、上述のように、遠隔操作装置３００の電話・Ｗｅｂ通信部３０３は、通信ネット
ワーク５００と通信可能に構成されている。すなわち、遠隔操作装置３００とサービス提
供装置４００とは、通信ネットワーク５００を介して形成される通信経路を用いて通信を
行うことができるようになっている。なお、この場合、通信ネットワーク５００には、例
えばインターネット及び携帯電話網を適用することを想定している。
【０１０６】
　（遠隔操作装置３００同士の通信）
　また、上述のように、遠隔操作装置３００の電話・Ｗｅｂ通信部３０３は、通信ネット
ワーク５００と通信可能に構成されているので、遠隔操作装置３００同士は、通信ネット
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ワーク５００を介して形成される通信経路を用いて通信を行うことができるようになって
いる。なお、この場合、通信ネットワーク５００には、例えば携帯電話網を適用すること
を想定している。
【０１０７】
　〔発明の要点〕
　上述したように、遠隔操作システム１００は、ユーザが、遠隔操作装置３００を用いて
操作対象装置２００を操作することにより、サービス提供装置４００で提供されるコンテ
ンツを、操作対象装置２００の表示部２０４にて視聴可能な、ＶＯＤサービスを提供する
システムを想定している。また、背景技術の欄にて説明したように、ＶＯＤサービスでは
、未成年者などのユーザが自由に視聴できないコンテンツ（以下、視聴制限コンテンツと
称する）が提供されている場合が多い。視聴制限コンテンツとは、例えば、視聴年齢に制
限があるコンテンツ（言い換えれば、レーティング規制のあるコンテンツ）や、購入しな
ければ視聴できないコンテンツ（言い換えれば、有料コンテンツ）などである。
【０１０８】
　各実施の形態では、視聴制限コンテンツを自由に視聴することができないユーザ（例え
ば、未成年者など）を「操作者」と称する。また、視聴制限コンテンツを視聴してよいと
いう視聴許可を操作者に与えるユーザ（例えば、保護者など）を「許可者」と称する。な
お、単に「ユーザ」と記述する場合は、操作者及び許可者の両方を含むものとする。
【０１０９】
　また、操作者が用いる遠隔操作装置３００を明示的に示す場合は、「操作者装置３００
１」と記載し、また、許可者が用いる遠隔操作装置３００を明示的に示す場合は、「許可
者装置３００２」と記載する。
【０１１０】
　本発明の主要な特徴点は、操作者装置３００１（操作装置）を用いて操作対象装置２０
０を操作する操作者が、許可者装置３００２（許可入力装置）を用いる許可者から視聴許
可を得ることにより、サービス提供装置４００にて提供される視聴制限コンテンツを視聴
することができるようになる点である。
【０１１１】
　そして、上記視聴許可には、次に示す２つのタイプがある。１）１つは、操作者が視聴
制限コンテンツを視聴しようとするタイミングで、該コンテンツの視聴許可を許可者から
得るというタイプである。このタイプの視聴許可を「都度許可」と称する。
【０１１２】
　２）もう１つは、操作者が、所定の範囲内で視聴制限コンテンツを視聴してもよいとい
う視聴許可を、許可者から事前に得ておき、その許可された範囲内で視聴制限コンテンツ
を視聴するというタイプである。このタイプの視聴許可を「事前許可」と称する。
【０１１３】
　（視聴許可を得る画面例）
　次に、画面例を参照しながら、操作者が許可者から視聴許可を得ることにより、視聴制
限コンテンツを視聴する流れについて説明する。なお、ここでは、処理の流れの概要につ
いて説明し、各処理の詳細については後述する。
【０１１４】
　（リモコンアプリ）
　まず、遠隔操作装置３００が、操作対象装置２００を操作するためのユーザインタフェ
ースとなるアプリケーションプログラム（以下、リモコンアプリと称する）について説明
する。各実施の形態に係る遠隔操作装置３００は、通常は携帯電話機として動作するが、
リモコンアプリを起動することによって、操作対象装置２００を操作することができるよ
うになる。このように、遠隔操作装置３００にリモコンアプリをインストールすることに
よって、様々な電子機器を遠隔操作装置３００として動作させることが可能になる。
【０１１５】
　特に、携帯電話機は、データの送受信手段として赤外線通信手段やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ



(16) JP 5208565 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

通信手段を備えているものが広く普及している。したがって、遠隔操作装置３００として
携帯電話機を適用した場合には、これらの通信手段を遠隔操作用の通信手段として流用す
ることができるので好ましい。
【０１１６】
　リモコンアプリを起動したときの表示画面例について、図３に基づいて説明する。図３
は、リモコンアプリを起動したときに、遠隔操作装置３００の表示部３０７に表示される
画面の一例を示す図である。図示の画像は、ソフトウェアキーボード表示（以下、ソフト
キー表示と称する）と呼ばれるものである。ソフトキー表示では、操作部３０８に含まれ
る各操作キーの配置と、各操作キーに割り当てられた機能とが表示される。
【０１１７】
　すなわち、操作部３０８には、図３と同じ配置で操作キーが配列されており、操作部３
０８において、表示部３０７に表示されているキーに対応する操作キーの入力を行うこと
によって、表示されている機能に対応する処理が実行される。例えば、図３において、「
音↑」と表示されているキーに対応する、操作部３０８の操作キーに入力を行うことによ
って、操作対象装置２００の音量が上がるようになっている。
【０１１８】
　このように、ソフトキー表示を行うことによって、操作部３０８の操作キーに任意のリ
モコン操作を割り当てることができ、これにより携帯電話機の機能を有する遠隔操作装置
３００にて操作対象装置２００を操作することが可能になる。
【０１１９】
　なお、遠隔操作装置３００は、遠隔操作の入力ができるようになっていればよく、上記
の例に限られない。例えば、遠隔操作装置３００の表示部３０７及び操作部３０８をタッ
チパネルで構成して表示部３０７に遠隔操作用の画面を表示し、表示された画面に応じた
遠隔操作の入力を受け付けるようにしてもよい。
【０１２０】
　（画面例１：都度許可を得る画面例）
　次に、操作者が、許可者から都度許可を得て、視聴制限コンテンツを視聴する様子につ
いて、画面例を参照しながら説明する。なお、ここでは、操作者は、許可者から事前許可
を得ていないものとする。また、操作対象装置２００の電源は、最初はオフになっている
ものとする。ただし、操作対象装置２００は、電源がオフのときでも、電源キーを押下し
たことを示すコマンドを含むリモコンコマンド（後述する）のみを受信可能な状態（すな
わち、スタンバイの状態）にあるものとする。
【０１２１】
　サービス提供装置４００が提供するＶＯＤサービスを利用するにあたり、操作者は、ま
ず、操作者装置３００１に、ユーザＩＤ及びパスワードを入力するものとする。そこで、
図３で示したリモコンアプリにおいて、操作者が「ユーザ登録」キーを操作すると、表示
部３０７に表示される画面は、図４に示す画面に遷移する。図４は、操作者装置３００１
において、操作者のユーザＩＤ及びパスワードを入力する画面の一例を示す模式図である
。図４において、ユーザＩＤ及びパスワードを入力し、「登録」ボタンを押下すると、操
作者装置３００１に、上記入力したユーザＩＤ及びパスワードが記憶される。
【０１２２】
　次に、操作対象装置２００の電源をオンにするために、図３で示したリモコンアプリに
おいて、操作者が「電源」キーを操作した際の、操作対象装置２００の表示部２０４に表
示される画面を図５に示す。図５は、操作対象装置２００の電源オン時に、操作対象装置
２００の表示部２０４に表示される画面の一例を示す模式図である。本実施の形態では、
操作対象装置２００としてテレビジョン受像機を想定しているので、電源オン時には、表
示部２０４にはテレビ放送が表示されている。
【０１２３】
　なお、操作者が上記「電源」キーを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作対象装
置２００に対して、電源キーを押下したことを示すコマンドを含むリモコンコマンドが送
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信され、操作対象装置２００は該リモコンコマンドを受信したことをトリガとして、電源
をオンにする。
【０１２４】
　次に、ＶＯＤサービスを利用するために、図３で示したリモコンアプリにおいて、操作
者が「メニュー」キーを操作すると、操作対象装置２００の表示部２０４に表示される画
面は、図６に示す画面に遷移する。図６は、操作対象装置２００の表示部２０４に、ＶＯ
Ｄサービスを利用するためのメニューを表示した様子の一例を示す模式図である。ここで
は、ＶＯＤサービスを利用するための３つのメニューが表示されている。なお、図６では
、一番上に配置されているメニューである「コンテンツリスト」にフォーカスが当たって
いる状態を示している。
【０１２５】
　なお、操作者が上記「メニュー」キーを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作対
象装置２００に対して、所定のリモコンコマンドが送信される。そして、操作対象装置２
００は、該リモコンコマンドを受信したことをトリガとして、サービス提供装置４００に
対して後述するログイン要求を行い、ログインが成功すれば、図６に示す画面を表示部２
０４に表示する。
【０１２６】
　次に、サービス提供装置４００にて現在提供されているコンテンツのリストを表示する
ために、図６で示した画面において「コンテンツリスト」にフォーカスが当たっている状
態で、操作者が「決定」キーを操作すると、操作対象装置２００の表示部２０４に表示さ
れる画面は、図７に示す画面に遷移する。図７は、操作対象装置２００の表示部２０４に
、サービス提供装置４００にて現在提供されているコンテンツのリストを表示した様子の
一例を示す模式図である。ここでは、サービス提供装置４００が提供するコンテンツとし
て、３つのコンテンツのタイトルが表示されている。なお、図７では、「パイナップルオ
ブカリビアン」というタイトルのコンテンツにフォーカスが当たっている状態を示してい
る。
【０１２７】
　なお、操作者が上記「決定」キーを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作対象装
置２００に対して、所定のリモコンコマンドが送信される。そして、操作対象装置２００
は該リモコンコマンドを受信したことをトリガとして、サービス提供装置４００からコン
テンツリストを取得し、図７に示す画面を表示部２０４に表示する。
【０１２８】
　次に、コンテンツの属性情報を表示させるために、図７で示した画面において所望のコ
ンテンツにフォーカスが当たっている状態で、操作者が「決定」キーを操作すると、操作
対象装置２００の表示部２０４に表示される画面は、図８に示す画面に遷移する。図８は
、操作対象装置２００の表示部２０４に、コンテンツの属性情報を表示した様子の一例を
示す模式図である。この例では、「パイナップルオブカリビアン」というコンテンツの属
性情報として、コンテンツのタイトル、コンテンツの再生時間、料金、視聴制限の内容、
コンテンツの概要が表示されている。なお、図示のとおり、このコンテンツは、有料（３
００円）であり、また、視聴制限（ＰＧ：ペアレンタルガイダンス）が設けられている。
したがって、このコンテンツは視聴制限コンテンツであるので、操作者がこのコンテンツ
を視聴するためには、許可者の視聴許可が必要である。
【０１２９】
　なお、操作者が上記「決定」キーを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作対象装
置２００に対して、所定のリモコンコマンドが送信される。そして、操作対象装置２００
は該リモコンコマンドを受信したことをトリガとして、サービス提供装置４００からコン
テンツの属性情報を取得し、表示部２０４に図８に示す画面を表示する。
【０１３０】
　次に、コンテンツを視聴するために、図８で示した画面において、操作者が「視聴する
」ボタンを操作すると、操作対象装置２００の表示部２０４に表示される画面は、図９に
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示す画面に遷移する。図９は、操作対象装置２００の表示部２０４に、許可者から都度許
可を取得中であることを表示した様子の一例を示す模式図である。
【０１３１】
　なお、操作者が上記「視聴する」ボタンを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作
対象装置２００に対して、所定のリモコンコマンドが送信される。そして、操作対象装置
２００は該リモコンコマンドを受信したことをトリガとして、許可者の許可が必要である
か否かを確認する。そして、「パイナップルオブカリビアン」というコンテンツは、上述
のとおり視聴制限コンテンツであるため、許可者装置３００２に対して、都度許可を要求
する旨が送信される。そして、許可者からの応答を待っている間、操作対象装置２００は
、図９に示す画面を表示部２０４に表示する。
【０１３２】
　次に、都度許可を要求する旨を受信した許可者装置３００２にて、許可者が都度許可を
与えるか否かを入力する。許可者装置３００２の表示部２０４に表示される画面例につい
ては、後述する。そして、許可者が都度許可を与えた場合、許可者装置３００２から、都
度許可を与えた旨の応答が送信される。そして、許可者から都度許可が与えられると、操
作対象装置２００はサービス提供装置４００からコンテンツデータを取得し、表示部２０
４に図１０に示す画面を表示する。
【０１３３】
　なお、図１０は、表示部２０４にて、視聴制限コンテンツを再生している様子の一例を
示す模式図である。つまり、許可者から都度許可を得ることができたので、操作者は、視
聴制限コンテンツを視聴することができている様子を示している。
【０１３４】
　次に、許可者装置３００２が都度許可を要求する旨を受信したとき、許可者装置３００
２の表示部３０７に表示される画面例を図１１に示す。図１１は、許可者装置３００２の
表示部３０７に、要求された都度許可の内容を表示した様子の一例を示す模式図である。
ここでは、どの操作者から、どのような内容のコンテンツについて視聴許可を与えてほし
いかについて表示している。また、画面下部のボタンにて、都度許可を与えるか否かにつ
いて入力可能となっている。
【０１３５】
　なお、都度許可の要求があったことを許可者に知らせるために、許可者装置３００２の
表示部２０４に図１１で示す画面を表示するだけでなく、許可者装置３００２の音声出力
部３０５から所定の音声を出力してもよいし、また、図示しないバイブレータを作動して
許可者装置３００２を振動させてもよい。
【０１３６】
　次に、図１１で示した画面において、許可者が、都度許可を与えるために、「許可する
」ボタンを操作すると、許可者装置３００２の表示部３０７に表示される画面は、さらに
図１２に示す画面に遷移する。図１２は、許可者装置３００２の表示部３０７に、都度許
可を与えたコンテンツが有料コンテンツであることを表示した様子の一例を示す模式図で
ある。ここでは、図１１にて都度許可を与えたコンテンツが有料コンテンツであることを
表示し、画面下部のボタンにて、該コンテンツを購入するか否かについて入力可能となっ
ている。ここで、許可者が、「購入する」ボタンを操作すると、許可者装置３００２から
、許可を与えた旨の応答が送信される。その結果、操作対象装置２００の表示部２０４で
は、視聴制限コンテンツの再生が開始される（図１０参照）。
【０１３７】
　なお、上述では、視聴制限コンテンツが有料である場合を例に挙げて説明したため、図
１１で許可者が「許可する」ボタンを操作すると、図１２で示す画面に遷移したが、視聴
制限コンテンツが無料である場合は、図１１で許可者が「許可する」ボタンを操作すると
、図１２で示す画面に遷移せず、直ちに、許可を与えた旨の応答が送信される。
【０１３８】
　（画面例２：事前許可を得る画面例）
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　次に、操作者が、許可者から事前許可を得る様子について、画面例を参照しながら説明
する。
【０１３９】
　許可者に対して事前許可を要求するために、図１３に示すように、メニュー画面におい
て「事前許可取得」にフォーカスが当たっている状態で、操作者が「決定」キーを操作す
ると、操作対象装置２００の表示部２０４に表示される画面は、図１４に示す画面に遷移
する。図１４は、表示部２０４に、許可者から事前許可を取得中であることを表示してい
る様子の一例を示す模式図である。
【０１４０】
　なお、操作者が上記「決定」キーを操作したとき、遠隔操作装置３００から操作対象装
置２００に対して、所定のリモコンコマンドが送信される。そして、許可者装置３００２
に対して、事前許可を要求する旨が送信される。そして、操作対象装置２００は、許可者
からの応答があるまでの間、図１４に示す画面を表示部２０４に表示する。
【０１４１】
　次に、事前許可を要求する旨を受信した許可者装置３００２にて、許可者が、事前許可
の内容を入力する。許可者装置３００２の表示部２０４に表示される画面例については、
後述する。
【０１４２】
　そして、許可者から事前許可が与えられた場合、許可者装置３００２から、事前許可を
与えた旨が送信される。そして、許可者から事前許可が与えられると、操作対象装置２０
０の表示部２０４に表示される画面は、図１５に示す画面に遷移する。図１５は、操作対
象装置２００の表示部２０４にて、許可者が事前許可を与えた内容を表示している様子の
一例を示す模式図である。この例では、許可者から、コンテンツの視聴料金の上限金額（
購入金額の上限）は８００円、コンテンツの視聴期限（再生期限）は２月１１日２１時ま
で、コンテンツの視聴時間（最大再生時間）は３時間まで、という事前許可が与えられた
ことを示している。したがって、操作者は、上記与えられた事前許可の範囲内で、視聴制
限コンテンツを自由に視聴することができる。つまり、視聴するコンテンツの合計料金が
８００円以下であって、かつ、２月１１日２１時までの期間であって、かつ、視聴時間の
合計が３時間以下であれば、視聴制限コンテンツを自由に視聴することができる。ただし
、年齢制限のあるコンテンツを視聴しようとする場合は、視聴する際に、許可者の都度許
可が別途必要である。
【０１４３】
　次に、許可者装置３００２が事前許可を要求する旨を受信したとき、許可者装置３００
２の表示部３０７に表示される画面例を図１６に示す。図１６は、許可者装置３００２の
表示部３０７に、事前許可を与える内容を入力する画面を表示した様子の一例を示す模式
図である。ここでは、事前許可を与える内容として、上限金額（購入金額の上限）、視聴
期限（再生期限）、及び視聴時間（最大再生時間）について、許可者が入力可能となって
いる。
【０１４４】
　そして、許可者が「許可する」ボタンを操作すると、許可者装置３００２は、上記入力
した内容で事前許可を与える旨の応答を送信する。また、許可者が「許可しない」ボタン
を操作すると、許可者装置３００２は、許可しない旨の応答を送信する。
【０１４５】
　（ユーザ登録画面例）
　なお、許可者及び操作者が、遠隔操作システム１００にてＶＯＤサービスを利用するに
あたり、事前に許可者がユーザ登録を行う必要があるものとする。以下で、ユーザ登録の
流れについて、画面例を参照しながら説明する。
【０１４６】
　図３で示したリモコンアプリにおいて、許可者が「ユーザ登録」キーを操作すると、表
示部３０７に表示される画面は、図１７に示す画面に遷移する。図１７は、許可者装置３
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００２において、許可者の氏名及び年齢、並びに、該許可者が許可を与える対象となる操
作者の氏名及び年齢を入力する画面の一例を示す模式図である。なお、上記操作者の氏名
及び年齢は、操作者の人数分だけ繰り返し入力されるものである。
【０１４７】
　そして、図１７に示した画面において、操作者が「次へ」ボタンを操作すると、表示部
３０７に表示される画面は、図１８に示す画面に遷移する。図１８は、許可者装置３００
２において、許可者の連絡先（住所及び電話番号）並びにクレジットカードの情報（クレ
ジットカードの名義、クレジットカードの番号、及びクレジットカードの有効期限）を入
力する画面の一例を示す模式図である。クレジットカードの情報は、有料コンテンツを購
入する際の課金処理に用いられる。
【０１４８】
　そして、図１８に示した画面において、操作者が「登録」ボタンを操作すると、表示部
３０７に表示される画面は、図１９に示す画面に遷移する。図１９は、許可者装置３００
２において、ユーザ登録が完了したこと、及び、各ユーザのユーザＩＤ及びパスワードが
発行されたことを表示する画面の一例を示す模式図である。なお、各ユーザは、このユー
ザＩＤ及びパスワードを、図４で示した画面で入力する。
【０１４９】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図１、及び図２０から図２７に基づいて説明すると以下の
通りである。
【０１５０】
　〔視聴許可を得る流れの概要〕
　図２０を参照しながら、本実施の形態における、許可者から視聴許可を得る流れの概要
について説明する。図２０は、本実施の形態に係る遠隔操作システム１００において、操
作者が、許可者から視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
【０１５１】
　（都度許可を得る流れ）
　まず、操作者が、許可者から都度許可を得る流れについて説明する。操作者が操作者装
置３００１を用いて操作対象装置２００を操作することにより、視聴制限コンテンツを視
聴しようとすると、操作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置２００の
被操作側通信部２０９に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図２０における
フロー（１））。そして、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００は、操作
者が視聴制限コンテンツを自由に視聴可能であるか否かを確認する。そして、操作者が視
聴制限コンテンツを自由に視聴可能できないと判断した場合、操作対象装置２００は、許
可者装置３００２を特定し、被操作側通信部２０９から該特定した許可者装置３００２の
操作側通信部３０２に対して、都度許可を求める要求を送信する（図２０におけるフロー
（２））。
【０１５２】
　そして、上記要求に対し、視聴を許可するか否かについて、許可者が許可者装置３００
２上で入力すると、許可者装置３００２は、操作側通信部３０２から操作対象装置２００
の被操作側通信部２０９に対して応答を送信する（図２０におけるフロー（３））。この
とき、許可者が、都度許可を与える旨を入力すれば、操作者は、上記視聴しようとした視
聴制限コンテンツを視聴することができる。
【０１５３】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視
聴しようとすると、操作対象装置２００から許可者装置３００２に対して、都度許可を求
める要求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２にて、都度許可を与える旨
を入力すると、許可者装置３００２から操作対象装置２００に対して、都度許可を与える
旨が送信される。これにより、操作者は、視聴制限コンテンツを視聴することができるよ
うになる。なお、許可者が、都度許可を与えない旨を入力すれば、許可者装置３００２か
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ら操作対象装置２００に対して都度許可を与えない旨が送信されるので、操作者は視聴制
限コンテンツを視聴することはできない。
【０１５４】
　（事前許可を得る流れ）
　続いて、操作者が、許可者から事前許可を得る流れについて説明する。事前許可を得る
流れは、上述した都度許可を得る流れとほぼ同様である。
【０１５５】
　まず、操作者が操作者装置３００１を用いて、事前許可を得るための操作を行うと、操
作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置２００の被操作側通信部２０９
に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図２０におけるフロー（１））。そし
て、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００は、許可者装置３００２を特定
し、被操作側通信部２０９から該特定した許可者装置３００２の操作側通信部３０２に対
して、事前許可を求める要求を送信する（図２０におけるフロー（２））。
【０１５６】
　そして、上記要求に対し、事前許可を与えるか否かについて、許可者が許可者装置３０
０２上で入力すると、許可者装置３００２は、操作側通信部３０２から操作対象装置２０
０の被操作側通信部２０９に対して応答を送信する（図２０におけるフロー（３））。こ
のとき、許可者が、事前許可を与える旨を入力すれば、操作者は、上記許可された範囲内
で、視聴制限コンテンツを視聴することができる。
【０１５７】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るための操
作を行うと、操作対象装置２００から許可者装置３００２に対して、事前許可を求める要
求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与える旨を入力
すると、許可者装置３００２から操作対象装置２００に対して、事前許可を与える旨が送
信される。これにより、操作者は、上記事前許可された範囲内で、視聴制限コンテンツを
視聴することができるようになる。なお、許可者が、事前許可を与えない旨を入力すれば
、許可者装置３００２から操作対象装置２００に対して事前許可を与えない旨が送信され
るので、操作者は事前許可を得ることはできない。
【０１５８】
　さらに、上記の構成によれば、許可者から都度許可及び事前許可を得るにあたり、操作
者は、自らが用いる操作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよ
い。また、許可者は、許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、
許可するか否かを入力するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要
は無い。
【０１５９】
　さらに、上記の構成によれば、操作対象装置２００と許可者装置３００２とが、直接、
都度許可及び事前許可を求める要求、並びに、それらに対する応答をやりとりするので、
操作者装置３００１及び許可者装置３００２の少なくとも一方が電話・Ｗｅｂ通信部３０
３を備えていない（つまり、携帯電話網としての通信ネットワーク５００と通信できない
）場合であっても、操作者は、許可者から都度許可及び事前許可を得ることができる。
【０１６０】
　〔各装置のより詳細な構成〕
　続いて、図１を参照しながら、本実施の形態に係る操作対象装置２００、遠隔操作装置
３００、及びサービス提供装置４００のより詳細な構成について説明する。図１は、本実
施の形態に係る操作対象装置２００、遠隔操作装置３００、及びサービス提供装置４００
の要部構成を示すブロック図である。
【０１６１】
　（操作対象装置のより詳細な構成）
　まず、操作対象装置２００のより詳細な構成について説明する。図示のように、操作対
象装置記憶部２０７は、ユーザ属性情報記憶部１１（記憶部）、コンテンツリスト記憶部
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１２、及びコンテンツ情報記憶部１３を含んでいる。また、操作対象装置制御部２０３は
、ユーザ登録処理部１、コマンド受信処理部２、電源管理部３、視聴状況検査部４、ユー
ザ属性情報確認・取得部５（ユーザ属性情報格納手段）、権限検査部６、許可取得部７（
許可要求送信手段、許可信号受信手段）、ユーザ操作処理部８、及びユーザ属性情報送信
部９を含んでいる。
【０１６２】
　ユーザ属性情報記憶部１１は、遠隔操作システム１００を利用するユーザ（操作者及び
許可者）の属性情報を、読み出し可能な状態で記憶するものである。ユーザ属性情報記憶
部１１は、例えば下記の表１に示すようなデータ構造とすることができる。表１は、ユー
ザ属性情報記憶部１１のデータ構造の一例を示す表である。表１に示すように、ユーザ属
性情報記憶部１１は、ユーザの属性情報として、「ユーザＩＤ」、「氏名」、「年齢」、
「購入権限」、「許可者装置アドレス」、「許可者装置電話番号」、「許可者ＩＤ」、「
上限金額」、「視聴期限」、及び「視聴時間」の組を、ユーザ毎に記憶する。
【０１６３】
　「ユーザＩＤ」は、ＶＯＤサービス上でユーザを一意に識別可能なＩＤである。表１の
例では、ユーザＩＤとして「1234567890」という値が記憶されている。「氏名」は、ユー
ザＩＤで識別されるユーザの氏名である。表１の例では、氏名として「山田太郎」という
値が記憶されている。「年齢」は、ユーザＩＤで識別されるユーザの年齢である。表１の
例では、年齢として「１２歳」という値が記憶されている。
【０１６４】
　「購入権限」は、ユーザＩＤで識別されるユーザが有料コンテンツを視聴する権限があ
るか否かを示すものである。したがって、通常、購入権限の値は、ユーザＩＤで識別され
るユーザが操作者の場合は、「無し」となり、ユーザＩＤで識別されるユーザが許可者の
場合は、「有り」となる。
【０１６５】
　「許可者装置アドレス」は、許可者装置３００２の操作側通信部３０２がＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信を行う際の、許可者装置３００２のアドレスである。表１の例では、許可者装
置アドレスとして「00:11:22:33:44:AA」という値が記憶されている。
【０１６６】
　「許可者装置電話番号」は、携帯電話網としての通信ネットワーク５００を介して許可
者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３と通信する際の、許可者装置３００２の電話
番号である。表１の例では、許可者装置電話番号として「090-1234-5678」という値が記
憶されている。
【０１６７】
　「許可者ＩＤ」は、ユーザＩＤで識別されるユーザが操作者である場合において、その
操作者のユーザ情報を登録した許可者のユーザＩＤである。表１の例では、許可者ＩＤと
して「1234567800」という値が記憶されている。
【０１６８】
　「上限金額」は、ユーザＩＤで識別されるユーザが操作者である場合において、その操
作者が、視聴制限コンテンツを購入可能な金額の上限値である。表１の例では、上限金額
として「800円」という値が記憶されている。なお、上限金額は、許可者からの事前許可
により与えられるものである。
【０１６９】
　「視聴期限」は、ユーザＩＤで識別されるユーザが操作者である場合において、その操
作者が、視聴制限コンテンツを視聴可能な期限（再生期限）である。表１の例では、視聴
期限として「2008年2月11日21時」という値が記憶されている。なお、視聴期限は、許可
者からの事前許可により与えられるものである。
【０１７０】
　「視聴時間」は、ユーザＩＤで識別されるユーザが操作者である場合において、その操
作者が、視聴制限コンテンツを視聴可能な時間の合計（最大再生時間）である。表１の例
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では、視聴期限として「3時間」という値が記憶されている。なお、視聴時間は、許可者
からの事前許可により与えられるものである。
【０１７１】
　なお、上限金額、視聴期間、及び視聴時間について、許可者から事前許可が与えられて
いないときは、それぞれ値が無い状態（NULL値）でユーザ属性情報記憶部１１に記憶され
る。また、購入権限が「有り」であるレコードは、許可者ＩＤ、上限金額、視聴期間、及
び視聴時間は、それぞれ値が無い状態（NULL値）でユーザ属性情報記憶部１１に記憶され
る。
【０１７２】
【表１】

【０１７３】
　次に、コンテンツリスト記憶部１２は、後述するユーザ操作処理部８がサービス提供装
置４００から取得したコンテンツのリストを、読み出し可能な状態で記憶するものである
。コンテンツリスト記憶部１２は、例えば下記の表２に示すようなデータ構造とすること
ができる。表２は、コンテンツリスト記憶部１２のデータ構造の一例を示す表である。表
２に示すように、コンテンツリスト記憶部１２は、コンテンツ毎に、「コンテンツＩＤ」
及び「タイトル」の組を記憶する。
【０１７４】
　「コンテンツＩＤ」は、ＶＯＤサービス上でコンテンツを一意に識別可能なＩＤである
。表２の例では、コンテンツＩＤとして「111122223333」という値が記憶されている。
【０１７５】
　「タイトル」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツのタイトル（題名）である。
表２の例では、タイトルとして「パイナップルオブカリビアン」という値が記憶されてい
る。
【０１７６】
【表２】

【０１７７】
　次に、コンテンツ情報記憶部１３は、後述するユーザ操作処理部８がサービス提供装置
４００から取得したコンテンツの属性情報を、読み出し可能な状態で記憶するものである
。コンテンツ情報記憶部１３は、例えば下記の表３に示すようなデータ構造とすることが
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できる。表３は、コンテンツ情報記憶部１３のデータ構造の一例を示す表である。表３に
示すように、コンテンツ情報記憶部１３は、コンテンツ毎に、「コンテンツＩＤ」、「タ
イトル」、「再生時間」、「料金」、「視聴制限」、及び「概要」の組を記憶する。
【０１７８】
　「コンテンツＩＤ」及び「タイトル」は、上述したものと同一である。
【０１７９】
　「再生時間」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツの再生時間である。表３の例
では、再生時間として「１１０分」という値が記憶されている。
【０１８０】
　「料金」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツを視聴する際にユーザが支払う必
要のある金額である。従って、料金の値が設定されるコンテンツは有料コンテンツである
。表３の例では、料金として「３００円」という値が記憶されている。
【０１８１】
　「視聴制限内容」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツの視聴制限の内容を示す
ものである。表３の例では、視聴制限内容として「成人の許可を要する（レーティング規
制がある）」という旨が記憶されている。
【０１８２】
　「概要」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツの概要（あらすじ）である。表３
の例では、概要として「2003年公開アメリカのアドベンチャー映画」という旨が記憶され
ている。
【０１８３】
　なお、「料金」に値が設定されているコンテンツは、有料コンテンツである。また、「
料金」または「視聴制限内容」に値が設定されているコンテンツは、視聴制限コンテンツ
である。
【０１８４】
【表３】

【０１８５】
　次に、ユーザ登録処理部１について説明する。ユーザ登録処理部１は、許可者が、遠隔
操作システム１００を利用するユーザ（許可者及び操作者）の属性情報を登録する一連の
処理のうち、操作対象装置２００側の処理を行う。なお、後述するように、遠隔操作シス
テム１００では、許可者のみが、ユーザ（許可者及び操作者）の属性情報を登録（以下、
ユーザ登録と称する）することができる。
【０１８６】
　具体的には、まず、ユーザ登録処理部１は、許可者がユーザ登録を行った結果として許
可者装置３００２から送信される「第１登録ユーザ情報」を、被操作側通信部２０９を介
して受信する。「第１登録ユーザ情報」は、許可者の属性情報、及び、該許可者が許可を
与える対象とする１または複数の操作者の属性情報を含むデータである。そして、ユーザ
登録処理部１は、該受信した第１登録ユーザ情報に、操作対象装置２００のＩＤを加えた
「第２登録ユーザ情報」を、外部通信部２０８を介してサービス提供装置４００に送信す
る。
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【０１８７】
　第１登録ユーザ情報は、例えば下記の表４に示すようなデータ構造とすることができる
。表４は、第１登録ユーザ情報のデータ構造の一例を示す表である。表４に示すように、
第１登録ユーザ情報は、「許可者氏名」、「許可者年齢」、「許可者住所」、「許可者電
話番号」、「許可者カード名義」、「許可者カード番号」、「許可者カード有効期限」、
「許可者装置アドレス」、「許可者装置電話番号」、「操作者氏名」、及び「操作者年齢
」を含んで構成される。
【０１８８】
　「許可者氏名」は、許可者の氏名である。表４の例では、許可者氏名として「山田一郎
」という値が設定されている。「許可者年齢」は、許可者の年齢である。表４の例では、
許可者年齢として「４１歳」という値が設定されている。
【０１８９】
　「許可者住所」は、許可者の住所である。表４の例では、許可者住所として「大阪府○
○市△△町」という値が設定されている。「許可者電話番号」は、許可者の連絡先の電話
番号である。表４の例では、許可者電話番号として「06-XXXX-XXXX」という値が設定され
ている。
【０１９０】
　「許可者カード名義」は、許可者のクレジットカードの名義である。表４の例では、許
可者カード名義として「ICHIRO YAMADA」という値が設定されている。「許可者カード番
号」は、許可者のクレジットカードの番号である。表４の例では、許可者カード番号とし
て「1234567890123450」という値が設定されている。「許可者カード有効期限」は、許可
者のクレジットカードの有効期限である。表４の例では、許可者カード有効期限として「
2013年10月」という値が設定されている。なお、許可者の属性情報に、これらクレジット
カードに関する情報を含めているのは、有料コンテンツを購入する際、後述する課金処理
を行うためである。
【０１９１】
　「許可者装置アドレス」は、許可者装置３００２の操作側通信部３０２がＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信を行う際の、許可者装置３００２のアドレスである。表４の例では、許可者装
置アドレスとして「00:11:22:33:44:AA」という値が設定されている。「許可者装置電話
番号」は、携帯電話網としての通信ネットワーク５００を介して許可者装置３００２の電
話・Ｗｅｂ通信部３０３と通信する際の、許可者装置３００２の電話番号である。表４の
例では、許可者装置電話番号として「090-1234-5678」という値が設定されている。
【０１９２】
　「操作者氏名」は、上記許可者氏名で表される許可者が許可を与える操作者の氏名であ
る。表４の例では、操作者氏名として「山田太郎」という値が設定されている。「操作者
年齢」は、操作者の年齢である。表４の例では、操作者年齢として「１２歳」という値が
設定されている。なお、操作者氏名及び操作者年齢の組は、許可者が許可を与える対象と
する操作者の数だけ繰り返されるデータであるが、表４の例では、１人分のみ記載してい
る。
【０１９３】
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【表４】

【０１９４】
　第２登録ユーザ情報は、例えば下記の表５に示すようなデータ構造とすることができる
。表５に示すように、第２登録ユーザ情報は、第１登録ユーザ情報に含まれるデータ項目
に加えて、「操作対象装置ＩＤ」を含んで構成される。操作対象装置のＩＤは、ＶＯＤサ
ービス上で操作対象装置２００を一意に識別可能なＩＤである。表５の例では、操作対象
装置ＩＤとして「9912345678」という値が設定されている。
【０１９５】
【表５】

【０１９６】
　なお、第２登録ユーザ情報をサービス提供装置４００に送信することによって、遠隔操
作システム１００を利用するユーザ（許可者及び操作者）をサービス提供装置４００に通
知するともに、操作対象装置ＩＤで識別される操作対象装置２００は、遠隔操作システム
１００を利用する正規のユーザが使用する装置であることをサービス提供装置４００に通
知することができる。
【０１９７】
　また、サービス提供装置４００では、後述するユーザ登録処理部４１が、受信した第２
登録ユーザ情報に基づいて、サービス提供装置４００側でのユーザ登録の処理を行う。
【０１９８】
　続いて、ユーザ登録処理部１は、第２登録ユーザ情報をサービス提供装置４００に送信
した後、その応答としてサービス提供装置４００が送信した「ユーザ登録結果情報」を、
外部通信部２０８を介して受信する。「ユーザ登録結果情報」は、サービス提供装置４０
０が発行した、ユーザ毎のユーザＩＤ及びパスワードを含むデータである。
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【０１９９】
　ユーザ登録結果情報は、例えば下記の表６に示すようなデータ構造とすることができる
。表６は、ユーザ登録結果情報のデータ構造の一例を示す表である。表６に示すように、
ユーザ登録結果情報は、「許可者氏名」、「許可者ＩＤ」、「許可者パスワード」、「操
作者氏名」、「操作者ＩＤ」、及び「操作者パスワード」を含んで構成される。
【０２００】
　「許可者氏名」及び「操作者氏名」は、第２登録ユーザ情報に含まれるものと同一であ
る。
【０２０１】
　「許可者ＩＤ」は、許可者氏名で表される許可者のユーザＩＤであり、サービス提供装
置４００が発行するものである。表６の例では、許可者ＩＤとして「1234567800」という
値が設定されている。「許可者パスワード」は、許可者ＩＤで識別される許可者のパスワ
ードであり、サービス提供装置４００が発行するものである。表６の例では、許可者パス
ワードとして「3fear9fd」という値が設定されている。
【０２０２】
　「操作者ＩＤ」は、操作者氏名で表される操作者のユーザＩＤであり、サービス提供装
置４００が発行するものである。表６の例では、操作者ＩＤとして「1234567890」という
値が設定されている。「操作者パスワード」は、操作者ＩＤで識別される操作者のパスワ
ードであり、サービス提供装置４００が発行するものである。表６の例では、操作者パス
ワードとして「de5gr4sfq」という値が設定されている。
【０２０３】
　なお、操作者氏名、操作者ＩＤ、及び操作者パスワードの組は、操作者の数だけ繰り返
されるデータであるが、表６の例では、１人分のみ記載している。
【０２０４】
【表６】

【０２０５】
　続いて、ユーザ登録処理部１は、ユーザ登録されたユーザの属性情報を記憶させるため
に、第１登録ユーザ情報及びユーザ登録結果情報に含まれる情報に基づいて、ユーザ属性
情報記憶部１１にレコードを生成する。
【０２０６】
　具体的には、ユーザ登録結果情報に含まれる「許可者ＩＤ」及び「許可者氏名」、並び
に、第１登録ユーザ情報に含まれる「年齢」に基づいて、許可者のレコードをユーザ属性
情報記憶部１１に生成する。このとき、該レコードの「購入権限」は「有り」と設定する
。また、「許可者ＩＤ」、「上限金額」、「視聴制限」、及び「視聴時間」は、値が無い
状態（NULL値）とする。
【０２０７】
　また、ユーザ登録結果情報に含まれる「操作者ＩＤ」及び「操作者氏名」、並びに、第
１登録ユーザ情報に含まれる「年齢」に基づいて、操作者のレコードをユーザ属性情報記
憶部１１に生成する。このとき、該レコードの購入権限は「無し」と設定する。また、「
許可者ＩＤ」にはユーザ登録結果情報に含まれる許可者ＩＤを設定する。また、「上限金
額」、「視聴制限」、及び「視聴時間」は、値が無い状態（NULL値）とする。



(28) JP 5208565 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

【０２０８】
　最後に、ユーザ登録処理部１は、第１登録ユーザ情報を送信してきた許可者装置３００
２に対する応答として、上記受信したユーザ登録結果情報を、被操作側通信部２０９を介
して転送する。これにより、許可者装置３００２を用いる許可者は、サービス提供装置４
００に登録した全てのユーザのＩＤ及びパスワードを知ることができる。
【０２０９】
　次に、コマンド受信処理部２について説明する。コマンド受信処理部２は、遠隔操作装
置３００から送信される「リモコンコマンド」を、被操作側通信部２０９を介して受信す
る。そして、該受信したリモコンコマンドに含まれるコマンド名に応じた指示を、操作対
象装置制御部２０３の各部に与える。
【０２１０】
　リモコンコマンドは、例えば下記の表７に示すようなデータ構造とすることができる。
表７は、リモコンコマンドのデータ構造の一例を示す表である。表７に示すように、リモ
コンコマンドは、「ユーザＩＤ」、「パスワード」、及び「コマンド名」を含んで構成さ
れる。
【０２１１】
　「ユーザＩＤ」は、リモコンコマンドを送信した遠隔操作装置３００を使用するユーザ
のユーザＩＤである。「パスワード」は、上記ユーザのパスワードであり、サービス提供
装置４００が発行したものである。
【０２１２】
　「コマンド名」は、上記ユーザの、リモコンアプリ上での操作内容を示すものである。
なお、コマンド名は、リモコンアプリ上でのキー操作に対応するだけの種別があり、キー
操作に応じた値が設定される。表７では、電源キーを押下したことを示すコマンドを含む
リモコンコマンド（以下、電源コマンドと称する）を意味する「0xAAAA 8888 2201」とい
う値を例に挙げて記載している。
【０２１３】
【表７】

【０２１４】
　次に、電源管理部３について説明する。電源管理部３は、電源コマンドを受信したコマ
ンド受信処理部２からの指示に応じて、操作対象装置２００が備える各部に電力供給を行
う（すなわち、主電源をオンにする）か、または、上記電力供給を行わない（すなわち、
スタンバイの状態にする）かを切り替える。すなわち、スタンバイの状態のときに電源コ
マンドを受信した場合は、電源管理部３は主電源をオンに切り替え、逆に、主電源がオン
のときに電源コマンドを受信した場合は、電源管理部３はスタンバイの状態に切り替える
。
【０２１５】
　なお、操作対象装置２００は、スタンバイの状態であっても、少なくとも電源コマンド
を受信可能であるものとする。また、主電源がオンのときは、操作対象装置２００は、す
べてのリモコンコマンドを受信可能であるものとする。
【０２１６】
　次に、視聴状況検査部４について説明する。操作者が許可者から事前許可を得て視聴制
限コンテンツを視聴している場合、視聴状況検査部４は、その事前許可により与えられた
視聴期限または視聴時間の範囲内で視聴しているか否かを検査する（以下、コンテンツ視
聴検査処理と称する）。
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【０２１７】
　具体的には、視聴状況検査部４は、まず、コンテンツを視聴しているユーザのユーザＩ
Ｄを有するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて検索し、「視聴期限」及び「視聴時
間」を取得する。そして、視聴状況検査部４は、操作対象装置２００の現在のシステム時
刻が、上記取得した視聴期限を経過しているか否かを検査する。また、コンテンツの再生
時間の合計が、上記取得した視聴時間を超えているか否かを検査する。なお、コンテンツ
の再生時間の合計は、ユーザ毎に操作対象装置記憶部２０７に記憶しているものとする。
【０２１８】
　そして、上記検査の結果、許可者が与えた視聴期間または視聴期限の範囲内に無いこと
がわかれば、視聴状況検査部４は、エラーである旨を表示部２０４に表示し、視聴制限コ
ンテンツの再生を停止する。なお、操作者が引き続き視聴制限コンテンツを視聴したい場
合は、許可者から新たな事前許可を得ればよい。
【０２１９】
　なお、コンテンツ視聴検査処理は、リモコンコマンドの受信待機中に、所定のタイミン
グ毎（例えば１分毎）に繰り返し実行されるものとする。コンテンツ視聴検査処理の流れ
については、フローチャートを用いて後述する。
【０２２０】
　次に、ユーザ属性情報確認・取得部５について説明する。ユーザ属性情報確認・取得部
５は、リモコンコマンドを受信したとき、該受信したリモコンコマンドに含まれるユーザ
ＩＤを参照し、該ユーザＩＤを有するレコードがユーザ属性情報記憶部１１に格納されて
いるか否かを調べる（すわなち、操作対象装置２００に登録されているユーザであるか否
かを調べる）。そして、上記ユーザＩＤを有するレコードがユーザ属性情報記憶部１１に
格納されていなければ（すわなち、操作対象装置２００に登録されていないユーザであれ
ば）、ユーザ属性情報確認・取得部５は、サービス提供装置４００に対して、上記ユーザ
ＩＤで識別されるユーザの属性情報の取得を要求するために、外部通信部２０８を介して
「ユーザ情報要求」を送信する。ユーザ情報要求は、例えば下記の表８に示すようなデー
タ構造とすることができる。表８は、ユーザ情報要求のデータ構造の一例を示す表である
。表８に示すように、ユーザ情報要求は、「ユーザＩＤ」を含んで構成される。表８の例
では、ユーザ情報要求として「REQUEST_USER_DATA」という値が設定されている。「ユー
ザＩＤ」は、表１で示したユーザ属性情報記憶部１１に記憶されるデータと同一である。
【０２２１】
【表８】

【０２２２】
　そして、ユーザ属性情報確認・取得部５は、ユーザ情報要求を送信した後、その応答と
してサービス提供装置４００が送信した「ユーザ属性情報」を、外部通信部２０８を介し
て受信する。そして、ユーザ属性情報確認・取得部５は、上記受信したユーザ属性情報に
含まれるデータをユーザ属性情報記憶部１１に格納する。
【０２２３】
　ユーザ属性情報は、例えば下記の表９に示すようなデータ構造とすることができる。表
９は、ユーザ属性情報のデータ構造の一例を示す表である。表９に示すように、ユーザ属
性情報は、「ユーザＩＤ」、「氏名」、「年齢」、「購入権限」、「許可者装置アドレス
」、「許可者装置電話番号」、「許可者ＩＤ」、「上限金額」、「視聴期限」、及び「視
聴時間」を含んで構成される。各データは、表１で示したユーザ属性情報記憶部１１に記
憶されるデータと同一である。
【０２２４】
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【表９】

【０２２５】
　ここで、ユーザ属性情報確認・取得部５が行う上記処理の目的について説明する。例え
ば、ある操作者が、通常使用する操作対象装置２００ではない別の操作対象装置２００（
例えば、外出先の操作対象装置２００）を使用する場合を考える。この場合、通常使用す
る操作対象装置２００では、許可者がユーザ登録を行っていれば、ユーザ登録処理部１が
上記操作者に対応するレコードをユーザ属性情報記憶部１１に格納しているが、上記別の
操作対象装置２００のユーザ属性情報記憶部１１には、上記操作者に対応するレコードは
格納されていない。そのため、上記別の操作対象装置２００では、後述する権限検査処理
にて、操作者の「年齢」及び「上限金額」を取得することができず、その結果、上記操作
者が該別の操作対象装置２００を使用して視聴制限コンテンツを視聴することができない
。そこで、上記操作者が、上記別の操作対象装置２００を使用してコンテンツを視聴する
場合、サービス提供装置４００に格納されている上記操作者のユーザ属性情報を取得する
ことにより、上記操作者が、上記別の操作対象装置２００にて視聴制限コンテンツを視聴
可能とすることを目的としている。
【０２２６】
　なお、ユーザ属性情報確認・取得部５がユーザ属性情報記憶部１１に生成したレコード
は、操作対象装置２００がスタンバイ状態になるタイミングで、ユーザ属性情報記憶部１
１から削除してもよい。この理由は、別の操作対象装置２００（例えば、外出先の操作対
象装置２００）の使用は、一時的なものである場合が多いためである。
【０２２７】
　次に、権限検査部６について説明する。権限検査部６は、操作者装置３００１から受信
したリモコンコマンドの内容を解析し、操作者が行おうとする操作が、許可者から都度許
可または事前許可を得る必要があるものであるか否かを判定する（以下、権限検査処理と
称する）。
【０２２８】
　どのような場合に、権限検査部６が、都度許可または事前許可を得る必要があると判定
するかについて説明する。まず、権限検査部６が、都度許可が必要であると判定するのは
、操作者の操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合において、１）年齢制限
のある視聴制限コンテンツを、該年齢制限を満たさない操作者が視聴しようとした場合、
及び、２）事前許可によって上限金額を設定されていない操作者が、有料コンテンツを視
聴しようとした場合である。なお、「コンテンツを視聴する操作」とは、具体的には、図
８に示す画面において「視聴する」ボタンを押下する操作である。
【０２２９】
　上記１）について具体的に説明する。まず、操作者装置３００１から受信したリモコン
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コマンドに含まれるユーザＩＤを有するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて検索し
、該ユーザＩＤで識別されるユーザの「年齢」を取得する。そして、操作者が視聴しよう
としているコンテンツの属性情報に含まれる「視聴制限」をコンテンツ情報記憶部１３か
ら取得する。そして、上記取得した年齢と、上記取得した視聴制限とを比較し、上記取得
した年齢が上記取得した視聴制限を満たさない場合は、都度許可が必要であると判定する
。
【０２３０】
　例えば、ユーザの年齢が１５歳であり、コンテンツの視聴制限が「成人の許可を要する
」というものであれば、ユーザの年齢はコンテンツの視聴制限を満たさないので、権限検
査部６は、都度許可が必要であると判定する。
【０２３１】
　次に、上記２）について具体的に説明する。まず、操作者装置３００１から受信したリ
モコンコマンドに含まれるユーザＩＤを有するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて
検索し、「上限金額」を取得する。そして、視聴しようとしているコンテンツの「料金」
をコンテンツ情報記憶部１３から取得する。そして、上記取得した上限金額が未設定（NU
LL値）であって、上記取得した料金に値が設定されている（NULL値以外である）場合は、
都度許可が必要であると判定する。
【０２３２】
　なお、権限検査部６は、以下の場合は、都度許可は不要であると判定する。すなわち、
１）操作者が視聴するコンテンツが年齢制限のないコンテンツであるとき、または、年齢
制限のあるコンテンツであるが、操作者の年齢が制限を満たすときのいずれか一方であっ
て、かつ、２）操作者が視聴するコンテンツが有料コンテンツでないとき、または、有料
コンテンツであっても、その有料コンテンツを視聴（購入）した場合における、コンテン
ツの購入金額の合計が、事前許可により与えられた上限金額の範囲内であるときのいずれ
か一方、である場合である。なお、コンテンツの購入金額の合計は、ユーザ毎に操作対象
装置記憶部２０７に記憶しているものとする。
【０２３３】
　なお、「購入権限」が「有り」であるユーザが、有料コンテンツを視聴する場合にも、
権限検査部６は、都度許可は不要であると判定する。
【０２３４】
　一方、権限検査部６が、事前許可が必要であると判定する場合は、操作者の操作内容が
「事前許可を取得する操作」である場合である。具体的には、図１３に示す画面において
、事前許可取得メニューを操作した場合である。
【０２３５】
　なお、事前許可によって上限金額を与えられている操作者が、有料コンテンツを視聴し
ようとする場合において、その有料コンテンツを視聴した場合における、コンテンツの購
入金額の合計が、上限金額を超えるときは、権限検査部６はエラーであると判定し、表示
部２０４にエラーを表示する。なお、この場合、操作者が、上記有料コンテンツを視聴す
るためには、許可者から新たな事前許可を得る必要がある。
【０２３６】
　なお、上述した権限検査処理の流れについては、フローチャートを用いて後述する。
【０２３７】
　次に、許可取得部７について説明する。許可取得部７は、権限検査部６が、許可者から
都度許可または事前許可を得る必要があると判定した場合、許可者装置３００２に対して
、許可者から都度許可または事前許可を与えてもらうための要求を行う。
【０２３８】
　具体的には、まず、許可者が利用する許可者装置３００２を特定する。そのために、許
可取得部７は、操作者装置３００１から受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤ
で識別される操作者の許可者の属性情報としてユーザ属性情報記憶部１１に格納されてい
るレコードに含まれる「許可者装置アドレス」を取得する。
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　そして、許可取得部７は、上記取得した許可者装置アドレスを有する許可者装置３００
２に対して、都度許可または事前許可を要求する。具体的には、被操作側通信部２０９を
介して、「許可要求」を送信する。許可要求は、例えば下記の表１０に示すようなデータ
構造とすることができる。表１０は、許可要求のデータ構造の一例を示す表である。表１
０に示すように、許可要求は、「許可者ユーザ情報」、「操作者ユーザ情報」、「操作内
容」、「コンテンツ情報」、「第１許可要求内容」、及び「第２許可要求内容」を含んで
構成される。
【０２４０】
　「許可者ユーザ情報」は、リモコンコマンドに含まれるユーザＩＤで識別される操作者
の許可者の属性情報としてユーザ属性情報記憶部１１に格納されているレコードに含まれ
る全データである。許可要求を通知する相手先である許可者を示すためのデータである。
【０２４１】
　「操作者ユーザ情報」は、リモコンコマンドに含まれるユーザＩＤで識別される操作者
の属性情報としてユーザ属性情報記憶部１１に格納されているレコードに含まれる全デー
タである。どのような操作者からの許可要求であるかを許可者に知らせるためのデータで
ある。
【０２４２】
　「操作内容」は、操作者の「コンテンツを視聴する操作」または「事前許可を取得する
操作」である。操作内容が「コンテンツを視聴する操作」となるのは、図８に示す画面に
おいて「視聴する」ボタンを押下した場合であり、また、操作内容が「事前許可を取得す
る操作」となるのは、図１３に示す画面において「事前許可取得」メニューを操作した場
合である。したがって、操作内容の値によって、都度許可を要求する許可要求であるのか
、または、事前許可を要求する許可要求であるのかを判別することができる。なお、表１
０の例では「コンテンツを視聴する操作」が設定されている。
【０２４３】
　「コンテンツ情報」は、操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合における
、該コンテンツの属性情報である。具体的には、コンテンツ情報記憶部１３にて検索した
、該コンテンツのレコードに含まれる全てのデータ（コンテンツＩＤ、タイトル、再生時
間、料金、視聴制限内容、及び概要）である。どのようなコンテンツに対する許可要求で
あるかを許可者に知らせるためのデータである。
【０２４４】
　「第１許可要求内容」は、操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合におけ
る、許可者に許可を求める内容（１つ目）である。表１０の例では、レーティング規制の
あるコンテンツを視聴することについて許可を求める旨が設定されている。
【０２４５】
　「第２許可要求内容」は、操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合におけ
る、許可者に許可を求める内容（２つ目）である。表１０の例では、有料コンテンツを視
聴することについて許可を求める旨が設定されている。
【０２４６】
　なお、操作内容が「事前許可を取得する操作」である場合、コンテンツ情報、第１許可
要求内容、及び第２許可要求内容には、値は設定されない（NULL値である）。
【０２４７】
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【表１０】

【０２４８】
　そして、許可取得部７は、許可要求を許可者装置３００２に送信した後、その応答とし
て許可者装置３００２が送信した「許可結果レスポンス」を、被操作側通信部２０９を介
して受信する。許可結果レスポンス（許可信号）は、許可者が視聴許可を与えたか否かの
結果が含まれるデータである。
【０２４９】
　許可結果レスポンスは、例えば下記の表１１に示すようなデータ構造とすることができ
る。表１１は、許可結果レスポンスのデータ構造の一例を示す表である。表１１に示すよ
うに、許可結果レスポンスは、「許可者ＩＤ」、「操作者ユーザ情報」、「操作内容」、
「コンテンツ情報」、「第１許可内容」、「第２許可内容」、及び「第３許可内容」を含
んで構成される。
【０２５０】
　「許可者ＩＤ」は、許可者のユーザＩＤであり、許可を与えた許可者を示すためのデー
タである。
【０２５１】
　「操作者ユーザ情報」は、許可要求に含まれる「操作者ユーザ情報」と同一のデータで
ある。「操作内容」は、許可要求に含まれる操作内容と同一のデータである。コンテンツ
情報は、許可要求に含まれるコンテンツ情報と同一のデータである。どの許可要求に対す
る許可結果レスポンスであるかを示すためのデータである。
【０２５２】
　「第１許可内容」は、１）操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合は、許
可要求に含まれる第１許可要求内容に対して許可者が都度許可を与えた内容である。許可
者が都度許可を与えない場合には、値は設定されない（NULL値である）。また、２）操作
内容が「事前許可を取得する操作」である場合は、許可者が事前許可を与えた「上限金額
」が設定される。許可者が上限金額について事前許可を与えない場合には、値は設定され
ない（NULL値である）。なお、表１１の例では、レーティング規制のあるコンテンツを視
聴してよい旨が設定されている。
【０２５３】
　「第２許可内容」は、１）操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合は、許
可要求に含まれる第２許可要求内容に対して許可者が都度許可を与えた内容である。許可
者が都度許可を与えない場合には、値は設定されない（NULL値である）。また、２）操作
内容が「事前許可を取得する操作」である場合は、許可者が事前許可を与えた「視聴期限
」が設定される。許可者が視聴期限について事前許可を与えない場合には、値は設定され
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ない（NULL値である）。なお、表１１の例では、有料コンテンツを視聴してよい旨が設定
されている。
【０２５４】
　「第３許可内容」は、操作内容が「事前許可を取得する操作」である場合にのみ設けら
れるデータ項目であり、許可者が事前許可を与えた「視聴時間」が設定される。許可者が
視聴時間について事前許可を与えない場合には、値は設定されない（NULL値である）。
【０２５５】
【表１１】

【０２５６】
　そして、許可取得部７は、以下のＡ）～Ｃ）のいずれかの許可結果レスポンス（以下、
不許可レスポンスと称する）を受信すれば、エラーとして扱い、その旨を表示部２０４に
表示する。すなわち、Ａ）操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であり、対応する許
可要求の第１許可要求内容に許可を求める内容が設定されているが、許可結果レスポンス
の第１許可内容には値が設定されていない場合、または、Ｂ）操作内容が「コンテンツを
視聴する操作」であり、対応する許可要求の第２許可要求内容に許可を求める内容が設定
されているが、許可結果レスポンスの第２許可内容には値が設定されていない場合、また
は、Ｃ）操作内容が「事前許可を取得する操作」であり、許可結果レスポンスの第１許可
内容、第２許可内容、及び第３許可内容のいずれにも値が設定されていない場合、のいず
れかの許可結果レスポンスである。
【０２５７】
　なお、許可要求を送信した後、所定期間（例えば３分）、許可結果レスポンスを受信し
ないときも、エラーとして扱い、その旨を表示部２０４に表示する。
【０２５８】
　一方、許可取得部７は、以下のＤ）またはＥ）の許可結果レスポンス（以下、許可レス
ポンスと称する）を受信すれば、許可者から視聴許可が与えられたことになるので、ユー
ザ操作処理部８に後続の処理を行わせる。すなわち、Ｄ）操作内容が「コンテンツを視聴
する操作」であり、対応する許可要求の第１許可要求内容または第２許可要求内容にて求
める許可に対応する、許可結果レスポンスの第１許可内容または第２許可内容が設定され
ている場合、または、Ｅ）操作内容が「事前許可を取得する操作」であり、許可結果レス
ポンスの第１許可内容、第２許可内容、及び第３許可内容の少なくとも１つに値が設定さ
れている場合、のいずれかの許可結果レスポンスである。
【０２５９】
　なお、許可取得部７が行う処理（以下、許可取得処理）の流れについては、フローチャ
ートを用いて後述する。
【０２６０】
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　次に、ユーザ操作処理部８について説明する。ユーザ操作処理部８は、ユーザの遠隔操
作装置３００での指示内容に応じた処理を行う。指示内容とは、１）メニューの表示指示
、２）コンテンツリストの表示指示、３）コンテンツ情報の表示指示、４）コンテンツの
再生指示（コンテンツの視聴指示）、５）テレビジョン受像機としての操作対象装置２０
０が一般的に備える機能（例えば、チャンネルの変更、音量の調整、画面の明るさの調整
など）の操作指示である。
【０２６１】
　なお、上記１）は、リモコンアプリ上で、操作者が「メニュー」キーを操作することで
あり、上記２）は、図６で示した画面において、「コンテンツリスト」にフォーカスが当
たっている状態で、操作者がリモコンアプリ上で「決定」キーを操作することであり、上
記３）は、図７で示した画面において、コンテンツにフォーカスが当たっている状態で、
操作者がリモコンアプリ上で「決定」キーを操作することであり、上記４）は、図８で示
した画面において、「視聴する」ボタンにフォーカスが当たっている状態で、操作者がリ
モコンアプリ上で「決定」キーを操作することである。したがって、表示部２０４におけ
る現在の画面の表示状態と、操作者装置３００１からのリモコンコマンドに含まれるコマ
ンド名とに基づいて、指示内容を判断することができる。
【０２６２】
　ここでは、指示内容が上記１）～４）である場合における、ユーザ操作処理部８が行う
処理を説明する。なお、指示内容が上記５）である場合、チャンネルの変更、音量の調整
、画面の明るさの調整などを行うだけであるので、ここではその説明を省略する。
【０２６３】
　指示内容が上記１）である場合、ユーザ操作処理部８は、まずサービス提供装置４００
に対して、「ログイン要求」を送信する。ログイン要求は、操作者がＶＯＤサービスを享
受するために、サービス提供装置４００にログインするために送信されるものである。
【０２６４】
　ログイン要求は、例えば下記の表１２に示すようなデータ構造とすることができる。表
１２は、ログイン要求のデータ構造の一例を示す表である。表１２に示すように、ログイ
ン要求は、「ユーザＩＤ」及び「パスワード」を含んで構成される。ログイン要求に含ま
れるユーザＩＤ及びパスワードは、それぞれ、コマンド受信処理部２が受信したリモコン
コマンドに含まれるユーザＩＤ及びパスワードと同一のものである。
【０２６５】
【表１２】

【０２６６】
　ユーザ操作処理部８は、ログイン要求を送信した後、その応答としてサービス提供装置
４００が送信した、ログインが成功したか否かを示す「ログイン通知」を受信する。
【０２６７】
　ログイン通知は、例えば下記の表１３に示すようなデータ構造とすることができる。表
１３は、ログイン通知のデータ構造の一例を示す表である。表１３に示すように、ログイ
ン通知は、「ユーザＩＤ」及び「ログイン結果」を含んで構成される。「ユーザＩＤ」は
、どのユーザのログイン要求に対するログイン通知であるかを示すためのものである。「
ログイン結果」は、ログインが成功したか、または、失敗したか示すものである。なお、
表１３の例では、ログイン結果として成功した旨が設定されている。
【０２６８】
　そして、ユーザ操作処理部８は、ログイン通知に含まれるログイン結果を参照し、ログ
インに成功していることが分かると、図６で示したようなメニュー画面を表示部２０４に



(36) JP 5208565 B2 2013.6.12

10

20

30

40

表示する。一方、ログインに失敗している場合は、エラーとして扱い、その旨を表示部２
０４に表示する。
【０２６９】
【表１３】

【０２７０】
　次に、指示内容が上記２）である場合、まずユーザ操作処理部８は、サービス提供装置
４００に対して、「コンテンツリスト要求」を送信する。コンテンツリスト要求は、例え
ば下記の表１４に示すようなデータ構造とすることができる。表１４は、コンテンツリス
ト要求のデータ構造の一例を示す表である。
【０２７１】

【表１４】

【０２７２】
　ユーザ操作処理部８は、コンテンツリスト要求を送信した後、その応答としてサービス
提供装置４００が送信した「コンテンツリスト」を受信する。
【０２７３】
　コンテンツリストは、例えば下記の表１５に示すようなデータ構造とすることができる
。表１５は、コンテンツリストのデータ構造の一例を示す表である。表１５に示すように
、コンテンツリストは、「件数」、「コンテンツＩＤ」、「タイトル」を含んで構成され
る。「件数」は、コンテンツリストに含まれる、コンテンツＩＤ及びタイトルの組の数を
示すものである。なお、コンテンツＩＤ及びタイトルの組は、コンテンツの数だけ繰り返
されるデータであるが、この例では、１組のみ記載している。
【０２７４】
　そして、ユーザ操作処理部８は、受信したコンテンツリストに基づいて、図７で示した
ような画面を表示部２０４に表示する。また、受信したコンテンツリストに含まれる、コ
ンテンツＩＤ及びタイトルの組をコンテンツリスト記憶部１２に格納する。
【０２７５】
【表１５】

【０２７６】
　次に、指示内容が上記３）である場合、ユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４０
０に対して、「コンテンツ情報要求」を送信する。コンテンツ情報要求は、例えば下記の
表１６に示すようなデータ構造とすることができる。表１６は、コンテンツ情報要求のデ
ータ構造の一例を示す表である。表１６の例では、コンテンツ情報要求として「REQUEST_
CONT_DETAIL」という値が設定されている。
【０２７７】
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【表１６】

【０２７８】
　ユーザ操作処理部８は、コンテンツ情報要求を送信した後、その応答としてサービス提
供装置４００が送信した「コンテンツ情報」を受信する。コンテンツ情報は、例えば下記
の表１７に示すようなデータ構造とすることができる。表１７は、コンテンツ情報のデー
タ構造の一例を示す表である。表１７に示すように、コンテンツ情報は、表３で示したコ
ンテンツ情報記憶部１３に格納されるデータと同一のデータを含んで構成される。
【０２７９】
　そして、ユーザ操作処理部８は、受信したコンテンツ情報に基づいて、図８で示したよ
うな画面を表示部２０４に表示する。また、受信したコンテンツ情報をコンテンツ情報記
憶部１３に格納する。
【０２８０】

【表１７】

【０２８１】
　次に、指示内容が上記４）である場合、ユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４０
０に対して、コンテンツの料金を含む「課金情報」及び「コンテンツデータ要求」を送信
する。課金情報及びコンテンツデータ要求信号は、例えば、それぞれ下記の表１８及び表
１９に示すようなデータ構造とすることができる。
【０２８２】
　表１８は、課金情報のデータ構造の一例を示す表である。表１８に示すように、課金情
報は、「コンテンツＩＤ」、「料金」、及び「許可者ＩＤ」を含んで構成される。「料金
」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツを視聴する際にユーザが支払う必要のある
金額である。表１８の例では、料金として「300円」という値が設定されている。「許可
者ＩＤ」は、コンテンツＩＤで識別されるコンテンツを視聴する操作者の許可者のユーザ
ＩＤである。
【０２８３】
　また、表１９は、コンテンツデータ要求のデータ構造の一例を示す表である。表１９の
例では、コンテンツデータ要求として「REQUEST_CONT_DATA」という値が設定されている
。また、表１９に示すように、コンテンツデータ要求は、「許可者ＩＤ」、「操作対象装
置ＩＤ」を含んで構成される。なお、操作対象装置ＩＤを含めることにより、正規のユー
ザが使用する操作対象装置２００からのコンテンツデータ要求であることを、サービス提
供装置４００側で確認することができる。
【０２８４】
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【表１８】

【０２８５】
【表１９】

【０２８６】
　続いて、ユーザ操作処理部８は、課金情報を送信した後、その応答としてサービス提供
装置４００が送信した「課金通知」を受信する。課金通知は、例えば下記の表２０に示す
ようなデータ構造とすることができる。表２０は、課金通知のデータ構造の一例を示す表
である。表２０に示すように、課金通知は、「コンテンツＩＤ」、「料金」、「許可者Ｉ
Ｄ」、及び「課金結果」を含んで構成される。
【０２８７】
　「コンテンツＩＤ」、「料金」、「許可者ＩＤ」は、それぞれ、対応するコンテンツデ
ータ要求に含まれるコンテンツＩＤ、料金、許可者ＩＤと同一のデータである。「課金結
果」は、サービス提供装置４００での課金処理が成功したか、または、失敗したかを示す
ものである。なお、表２０の例では、課金結果として成功した旨が設定されている。
【０２８８】

【表２０】

【０２８９】
　そして、ユーザ操作処理部８は、受信した課金通知に含まれる課金結果を参照し、課金
が成功したことがわかれば、引き続き、サービス提供装置４００から送信される「コンテ
ンツデータ」を受信する。そして、ユーザ操作処理部８は、受信したコンテンツデータに
基づいて、図１０で示したような画面を表示部２０４に表示する。
【０２９０】
　なお、課金に失敗したことがわかった場合は、エラーとして扱い、その旨を表示部２０
４に表示する。
【０２９１】
　コンテンツデータは、例えば下記の表２１に示すようなデータ構造とすることができる
。表２１は、コンテンツデータのデータ構造の一例を示す表である。表２１に示すように
、コンテンツデータは、「データサイズ」及び「データボディ」を含んで構成される。「
データサイズ」は、コンテンツデータのバイト数である。「データボディ」は、コンテン
ツデータの実体（バイナリ）である。
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【０２９２】
【表２１】

【０２９３】
　次に、ユーザ属性情報送信部９について説明する。ユーザ属性情報送信部９は、サービ
ス提供装置４００に対して、コマンド操作を行ったユーザに対応する「ユーザ属性情報」
を送信する。ユーザ属性情報は、例えば表９に示したようなデータ構造とすることができ
る。表９に示したように、ユーザ属性情報は、ユーザ属性情報記憶部１１内のレコードに
含まれる全てのデータである。
【０２９４】
　ここで、ユーザ属性情報送信部９がサービス提供装置４００に対してユーザ属性情報を
送信する目的について説明する。上述したように、ある操作者が、通常使用する操作対象
装置２００ではない別の操作対象装置２００（例えば、外出先の操作対象装置２００）を
使用する場合がある。この場合、上述したように、上記別の操作対象装置２００のユーザ
属性情報確認・取得部５は、サービス提供装置４００に格納されているユーザ属性情報を
取得する。したがって、上記別の操作対象装置２００のユーザ属性情報確認・取得部５が
サービス提供装置４００からユーザ属性情報を取得可能とするために、上記通常使用する
操作対象装置２００のユーザ属性情報送信部９が、前もってサービス提供装置４００にユ
ーザ属性情報を送信するようにしている。
【０２９５】
　（遠隔操作装置のより詳細な構成）
　続いて、遠隔操作装置３００のより詳細な構成について説明する。図示のように、遠隔
操作装置記憶部３１０は、使用ユーザ属性情報記憶部３１及びコマンド記憶部３２を含ん
でいる。また、遠隔操作装置制御部３０６は、使用ユーザ登録処理部２１、コマンド送信
処理部２２、ユーザ登録処理部２３、及び許可要求受信処理部２４（許可要求受信手段、
許可入力手段、許可信号送信手段）を含んでいる。なお、点線枠で図示している、ユーザ
登録処理部２３及び許可要求受信処理部２４は、許可者装置３００２としての遠隔操作装
置３００のみで動作するものである。
【０２９６】
　使用ユーザ属性情報記憶部３１は、遠隔操作装置３００を利用するユーザのユーザＩＤ
及びパスワードを、読み出し可能な状態で記憶するものである。使用ユーザ属性情報記憶
部３１に記憶されたユーザＩＤ及びパスワードは、リモコンコマンドに含めるデータとし
て、コマンド送信処理部２２が用いる。
【０２９７】
　次に、コマンド記憶部３２は、リモコンアプリ上でのキー操作に応じたコマンド名を、
読み出し可能な状態で記憶するものである。コマンド記憶部３２に記憶されたコマンド名
は、リモコンコマンドに含めるデータとして、コマンド送信処理部２２が用いる。
【０２９８】
　次に、使用ユーザ登録処理部２１について説明する。使用ユーザ登録処理部２１は、ユ
ーザから、ユーザＩＤ及びパスワードの入力を受け付け、該受け付けたユーザＩＤ及びパ
スワードを、使用ユーザ属性情報記憶部３１に格納する。
【０２９９】
　ユーザからユーザＩＤ及びパスワードの入力を受け付けるのは、遠隔操作装置３００を
使用するユーザを特定するためである。したがって、遠隔操作システム１００を利用する
ユーザを１人に限定することができる場合は、予め使用ユーザ属性情報記憶部３１にその
ユーザのユーザＩＤ及びパスワードを格納しておくことにより、ユーザからユーザＩＤ及
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びパスワードの入力を受け付ける仕組みを設けなくてもよい。
【０３００】
　なお、ユーザからのユーザＩＤ及びパスワードの入力は、図４にて説明した画面にて受
け付ける。また、この時点では、上記入力したユーザＩＤ及びパスワードは、使用ユーザ
属性情報記憶部３１に格納されるのみであり、操作対象装置２００には送信されない。
【０３０１】
　次に、コマンド送信処理部２２について説明する。コマンド送信処理部２２は、ユーザ
のリモコンアプリ上でのキー操作に応じたリモコンコマンドを生成する。リモコンコマン
ドは、上述したように、例えば表７に示したデータ構造とすることができる。そして、該
生成したリモコンコマンドを、操作側通信部３０２を介して、操作対象装置２００に送信
する。
【０３０２】
　なお、コマンド送信処理部２２は、使用ユーザ属性情報記憶部３１に記憶されているユ
ーザＩＤ及びパスワード、並びに、コマンド記憶部３２に記憶されている、リモコンアプ
リ上でのキー操作に応じたコマンド名に基づいて、リモコンコマンドを生成する。
【０３０３】
　次に、ユーザ登録処理部２３について説明する。ユーザ登録処理部２３は、許可者が、
遠隔操作システム１００を利用するユーザ（許可者及び操作者）の属性情報を登録する一
連の処理のうち、遠隔操作装置３００側での処理を行う。
【０３０４】
　具体的には、まず、許可者から、ユーザ（許可者及び操作者）の属性情報の入力を受け
付け、該受け付けたユーザの属性情報に基づいて、「第１登録ユーザ情報」を生成する。
第１登録ユーザ情報は、上述したように、例えば表４に示したデータ構造とすることがで
きる。そして、該生成した第１登録ユーザ情報を、操作側通信部３０２を介して、操作対
象装置２００に送信する。
【０３０５】
　なお、許可者からのユーザの属性情報の入力は、図１７及び図１８にて説明した画面に
て受け付ける。すなわち、許可者の氏名、許可者の年齢、許可者の住所、許可者の連絡先
の電話番号、許可者のクレジットカード名義、許可者のクレジットカード番号、許可者の
クレジットカードの有効期限、操作者の氏名、及び操作者の年齢の入力を受け付ける。な
お、第１登録ユーザ情報に含まれる「許可者装置アドレス」及び「許可者装置電話番号」
は、予め許可者装置３００２に記憶されているものとする。
【０３０６】
　また、ユーザ登録処理部２３は、第１登録ユーザ情報を操作対象装置２００に送信した
後、その応答として操作対象装置２００が送信した「ユーザ登録結果情報」を受信する。
そして、該受信したユーザ登録結果情報に含まれる、許可者氏名、許可者ＩＤ、許可者パ
スワード、操作者氏名、操作者ＩＤ、及び操作者パスワードを表示部３０７に表示する（
図１９参照）。
【０３０７】
　次に、許可要求受信処理部２４について説明する。許可要求受信処理部２４は、操作対
象装置２００から送信される許可要求を受信する。そして、該受信した許可要求に含まれ
る「操作内容」を参照し、要求されている許可内容が、都度許可であるか、または、事前
許可であるかを調べる。具体的には、操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であれば
、都度許可であり、操作内容が「事前許可を取得する操作」であれば、事前許可であると
判断する。
【０３０８】
　要求されている許可内容が都度許可である場合、許可要求受信処理部２４は、さらに、
許可が要求されている内容を調べる。具体的は、上記受信した許可要求に含まれる「第１
許可要求内容」及び「第２許可要求内容」を参照する。
【０３０９】
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　そして、上記参照の結果、例えば、第１許可要求内容として「レーティング規制のある
コンテンツを視聴すること」についての許可が求められていることがわかれば、許可要求
受信処理部２４は、該許可を与えるか否かを許可者が入力可能な画面を、表示部３０７に
表示する（図１１参照）。さらに、例えば、第２許可要求内容として「有料コンテンツを
視聴すること」についての許可が求められていることがわかれば、許可要求受信処理部２
４は、その有料コンテンツを購入するか否かを許可者が入力可能な画面を、表示部３０７
に表示する（図１２参照）。
【０３１０】
　そして、許可要求受信処理部２４は、許可者からの入力の結果に基づいて、許可結果レ
スポンス（許可レスポンスまたは不許可レスポンス）を生成し、該生成した許可結果レス
ポンスを操作対象装置２００に返信する。許可結果レスポンスは、上述したように、例え
ば表１１に示したデータ構造とすることができる。
【０３１１】
　具体的には、例えば、許可要求に含まれる第１許可要求内容が「レーティング規制のあ
るコンテンツを視聴すること」である場合において、許可者からの入力の内容が、レーテ
ィング規制のあるコンテンツの視聴を許可しない旨である場合は、許可結果レスポンスの
第１許可内容に値を設定しない（NULL値の）不許可レスポンスを操作対象装置２００に返
信する。
【０３１２】
　また、例えば、許可要求に含まれる第２許可要求内容が「有料コンテンツを視聴するこ
と」である場合において、許可者からの入力の内容が、有料コンテンツの購入を許可しな
い旨である場合は、許可結果レスポンスの第２許可内容に値を設定しない（NULL値の）不
許可レスポンスを操作対象装置２００に返信する。
【０３１３】
　また、例えば、許可要求に含まれる第１許可要求内容が「レーティング規制のあるコン
テンツを視聴すること」であり、かつ、第２許可要求内容が「有料コンテンツを視聴する
こと」である場合において、許可者からの入力の内容が、レーティング規制のある有料コ
ンテンツの視聴を許可し、かつ、その有料コンテンツの購入を許可する旨である場合、許
可要求受信処理部２４は、許可結果レスポンスの第１許可内容及び第２許可内容にその旨
を設定した許可レスポンスを操作対象装置２００に返信する。
【０３１４】
　また、例えば、許可要求に含まれる第１許可要求内容が「レーティング規制のあるコン
テンツを視聴すること」であって、第２許可要求内容は設定されていない（NULL値である
）場合において（つまり有料コンテンツではない場合において）、許可者からの入力の内
容が、レーティング規制のあるコンテンツの視聴を許可する旨である場合は、第１許可内
容にのみその旨を設定した許可レスポンスを操作対象装置２００に返信する。
【０３１５】
　次に、要求されている許可内容が事前許可である場合について説明する。この場合、許
可要求受信処理部２４は、「上限金額」、「視聴期限」、及び「視聴時間」を許可者が入
力可能な画面を、表示部３０７に表示する（図１６参照）。
【０３１６】
　そして、許可要求受信処理部２４は、許可者からの入力の結果に基づいて、許可レスポ
ンスまたは不許可レスポンスを生成し、該生成した許可レスポンスまたは不許可レスポン
スを操作対象装置２００に返信する。
【０３１７】
　具体的には、上限金額、視聴期限、及び視聴時間について許可者が入力した値を、それ
ぞれ、第１許可内容、第２許可内容、及び第３許可内容に含めた許可レスポンスを操作対
象装置２００に返信する。なお、許可者からの入力がない場合は値を設定しない（NULL値
とする）。また、上限金額、視聴期限、及び視聴時間のすべてについて許可者からの入力
がない場合は、不許可レスポンスを操作対象装置２００に返信する。
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【０３１８】
　なお、許可要求受信処理部２４が行う処理については、後述でフローチャートを用いて
説明する。
【０３１９】
　（サービス提供装置のより詳細な構成）
　続いて、サービス提供装置４００のより詳細な構成について説明する。図示のように、
サービス提供装置記憶部４０７は、登録ユーザ情報記憶部５１、ユーザＩＤ・パスワード
記憶部５２、ユーザ属性情報記憶部５３、コンテンツ情報記憶部５４、及びコンテンツデ
ータ記憶部５５を含んでいる。また、サービス提供装置制御部４０３は、ユーザ登録処理
部４１、ユーザ属性情報送信処理部４２、ログイン処理部４３、課金処理部４４、データ
送信処理部４５、及びユーザ属性情報受信処理部４６を含んでいる。
【０３２０】
　登録ユーザ情報記憶部５１は、ユーザ登録処理部４１が受信した第２登録ユーザ情報を
、読み出し可能な状態で記憶するものである。登録ユーザ情報記憶部５１は、例えば下記
の表２２に示すようなデータ構造とすることができる。表２２は、登録ユーザ情報記憶部
５１のデータ構造の一例を示す表である。
【０３２１】
　表２２に示すように、登録ユーザ情報記憶部５１は、「許可者氏名」、「許可者年齢」
、「許可者住所」、「許可者電話番号」、「許可者カード名義」、「許可者カード番号」
、「許可者カード有効期限」、「許可者装置アドレス」、「許可者装置電話番号」、「操
作者氏名」、「操作者年齢」、及び「操作対象装置ＩＤ」の組を記憶する。各データは、
表５で示した第２登録ユーザ情報に含まれるデータと同一である。なお、操作者氏名及び
操作者年齢の組は、許可者が許可を与える対象とする操作者の数だけ繰り返されるデータ
であるが、表２２の例では、１人分のみ記載している。
【０３２２】
【表２２】

【０３２３】
　ユーザＩＤ・パスワード記憶部５２は、ユーザ登録処理部４１が発行した、ユーザ毎の
ユーザＩＤ及びパスワードの組を、読み出し可能な状態で記憶するものである。
【０３２４】
　ユーザＩＤ・パスワード記憶部５２は、例えば下記の表２３に示すようなデータ構造と
することができる。表２３に示すように、ユーザＩＤ・パスワード記憶部５２は、「許可
者氏名」、「許可者ＩＤ」、「許可者パスワード」、「操作者氏名」、「操作者ＩＤ」、
及び「操作者パスワード」を記憶する。各データは、表６で示したユーザ登録結果情報に
含まれるデータと同一である。なお、操作者氏名、操作者ＩＤ、及び操作者パスワードの
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組は、操作者の数だけ繰り返されるデータであるが、表２３の例では、１人分のみ記載し
ている。
【０３２５】
【表２３】

【０３２６】
　コンテンツ情報記憶部５４は、データ送信処理部４５が操作対象装置２００に送信する
コンテンツの属性情報を、読み出し可能な状態で記憶するものである。コンテンツ情報記
憶部５４は、例えば上述した表３と同一のデータ構造とすることができる。
【０３２７】
　コンテンツデータ記憶部５５は、データ送信処理部４５が操作対象装置２００に送信す
るコンテンツを、読み出し可能な状態で記憶するものである。
【０３２８】
　ユーザ属性情報記憶部５３は、ユーザ属性情報受信処理部４６が受信したユーザ属性情
報を、読み出し可能な状態で記憶するものである。ユーザ属性情報記憶部５３は、例えば
上述した表１と同一のデータ構造とすることができる。
【０３２９】
　次に、ユーザ登録処理部４１について説明する。ユーザ登録処理部４１は、操作者が、
遠隔操作システム１００を利用するユーザ（許可者及び操作者）の属性情報を登録する一
連の処理のうち、サービス提供装置４００側での処理を行う。
【０３３０】
　具体的には、操作対象装置２００が送信した「第２登録ユーザ情報」を受信し、該受信
した第２登録ユーザ情報に含まれる、許可者及び操作者の属性情報を登録ユーザ情報記憶
部５１に格納する。
【０３３１】
　さらに、ユーザ登録処理部４１は、該受信した第２登録ユーザ情報に含まれる許可者及
び操作者毎に、ユーザＩＤ及びパスワードの組を発行し、該発行したユーザＩＤ及びパス
ワードの組を、ユーザ毎にユーザＩＤ・パスワード記憶部５２に格納する。
【０３３２】
　そして、ユーザ登録処理部４１は、上記受信した第２登録ユーザ情報に対する応答とし
て、上記発行したユーザＩＤ及びパスワードに基づいて「ユーザ登録結果情報」を生成し
、該生成したユーザ登録結果情報を、操作対象装置２００に送信する。ユーザ登録結果情
報は、上述したように、例えば表６に示したデータ構造とすることができる。
【０３３３】
　次に、ユーザ属性情報送信処理部４２について説明する。ユーザ属性情報送信処理部４
２は、操作対象装置２００が送信したユーザ情報要求を受信する。そして、その応答とし
て、ユーザ属性情報記憶部５３に記憶されている情報を取得して、「ユーザ属性情報」と
して操作対象装置２００に送信する。ユーザ属性情報は、上述したように、例えば表９に
示したデータ構造とすることができる。
【０３３４】
　次に、ログイン処理部４３について説明する。ログイン処理部４３は、操作対象装置２
００が送信した「ログイン要求」を受信し、該受信したログイン要求に含まれるユーザＩ
Ｄ及びパスワードの組が、正当なユーザのものであるか否かを調べる。
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【０３３５】
　具体的には、ユーザＩＤ・パスワード記憶部５２に記憶している「ユーザＩＤ」及び「
パスワード」の組の中に、上記受信したログイン要求に含まれる「ユーザＩＤ」及び「パ
スワード」の組が存在するか否かを調べる。そして、存在していれば、正当なユーザから
のログイン要求であると判断し、ログイン結果の値を「成功」とした「ログイン通知」を
生成する。一方、存在しなければ、正当なユーザからのログイン要求ではないと判断し、
ログイン結果の値を「失敗」とした「ログイン通知」を生成する。そして、ログイン処理
部４３は、上記生成したログイン通知を操作対象装置２００に送信する。なお、ログイン
通知は、上述したように、例えば表１３に示したデータ構造とすることができる。
【０３３６】
　次に、課金処理部４４について説明する。課金処理部４４は、操作対象装置２００が送
信した「課金情報」を受信し、該受信した課金情報に含まれる「料金」で示される額を、
該受信した課金情報に含まれる「許可者ＩＤ」で識別される許可者のクレジットカードの
口座から引き落とす課金処理を行う。課金処理は、「許可者ＩＤ」で識別される許可者の
属性情報として登録ユーザ情報記憶部５１に記憶されている「許可者カード名義」、「許
可者カード番号」、及び「許可者カード有効期限」に基づいて行う。なお、課金処理は一
般的に知られている方法を用いて行うので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０３３７】
　そして、課金処理が正常に完了すれば、課金結果の値が「成功」である「課金通知」を
生成する。一方、課金処理が正常に完了しなければ、課金結果の値が「失敗」である「課
金通知」を生成する。そして、課金処理部４４は、上記生成した課金通知を操作対象装置
２００に送信する。なお、課金通知は、上述したように、例えば表２０に示したデータ構
造とすることができる。
【０３３８】
　次に、データ送信処理部４５について説明する。データ送信処理部４５は、操作対象装
置２００が送信した「コンテンツリスト要求」を受信すると、コンテンツ情報記憶部５４
に含まれる、コンテンツＩＤ及びタイトルの組をすべて取得し、該取得したコンテンツＩ
Ｄ及びタイトルの組に基づいて、「コンテンツリスト」を生成する。そして、該生成した
コンテンツリストを操作対象装置２００に送信する。コンテンツリストは、上述したよう
に、例えば表１５に示したデータ構造とすることができる。
【０３３９】
　また、データ送信処理部４５は、操作対象装置２００が送信した「コンテンツ情報要求
」を受信すると、コンテンツ情報記憶部５４に含まれる情報をすべて取得し、「コンテン
ツ情報」として操作対象装置２００に送信する。コンテンツ情報は、上述したように、例
えば表１７に示したデータ構造とすることができる。
【０３４０】
　また、データ送信処理部４５は、操作対象装置２００が送信した「コンテンツデータ要
求」を受信すると、コンテンツデータ記憶部５５に含まれるコンテンツデータを取得し、
操作対象装置２００に送信する。コンテンツデータは、上述したように、例えば表２１に
示したデータ構造とすることができる。なお、要求されているコンテンツが有料である場
合は、課金処理部４４での課金処理が正常に完了した場合のみ、コンテンツデータを操作
対象装置２００に送信する。
【０３４１】
　次に、ユーザ属性情報受信処理部４６について説明する。ユーザ属性情報受信処理部４
６は、操作対象装置２００が送信した「ユーザ属性情報」を受信すると、該受信したユー
ザ属性情報に含まれるデータを、ユーザ属性情報記憶部５３に格納する。なお、既にユー
ザ属性情報記憶部５３に、対応するユーザについてのレコードが存在する場合は、該受信
したユーザ属性情報に含まれるデータにより該レコードを更新すればよい。
【０３４２】
　〔遠隔操作システム１００における処理の流れ〕
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　次に、図２１を参照しながら、遠隔操作システム１００において、操作者がＶＯＤサー
ビスを利用する際の、各装置における処理の流れについて説明する。図２１は、遠隔操作
システム１００において、操作者がＶＯＤサービスを利用する際における、各装置での処
理の流れを示すフローチャートである。なお、ここでは、許可者によるユーザ登録作業は
完了しているものとして説明する。また、最初は、操作対象装置２００の電源はオフの状
態（スタンバイの状態）であるものとして説明する。
【０３４３】
　まず、操作者装置３００１における処理について説明する。最初に、操作者が、ＶＯＤ
サービスを利用するために、操作者装置３００１にてリモコンアプリを起動する（ステッ
プＳ１０１）。
【０３４４】
　リモコンアプリが起動した後、操作者がリモコンアプリ上の「ユーザ登録」キーを操作
すると（ステップＳ１０２にてＹＥＳ）、使用ユーザ登録処理部２１が、操作者のユーザ
ＩＤ及びパスワードの入力を受け付ける画面（図４参照）を、表示部３０７に表示する（
ステップＳ１０３）。そして、操作者から、ユーザＩＤ及びパスワードを登録する操作を
受け付けると（ステップＳ１０４にてＹＥＳ）、使用ユーザ登録処理部２１が、該入力さ
れたユーザＩＤ及びパスワードを使用ユーザ属性情報記憶部３１に格納する（ステップＳ
１０５）。
【０３４５】
　なお、操作者を１人に限定することができる場合は、予め使用ユーザ属性情報記憶部３
１にその操作者のユーザＩＤ及びパスワードを格納しておくことにより、ステップＳ１０
２～Ｓ１０５の処理は省略することができる。
【０３４６】
　次に、操作者がリモコンアプリ上の「電源」キーを操作すると（ステップＳ１０６にて
ＹＥＳ）、コマンド送信処理部２２が、電源コマンドを操作対象装置２００に送信する（
ステップＳ１０７）。
【０３４７】
　また、操作者がリモコンアプリを終了する操作を行った場合は（ステップＳ１０８にて
ＹＥＳ）、操作者装置３００１は、リモコンコマンドを操作対象装置２００に送信せずに
、リモコンアプリを終了する（ステップＳ１０９）。
【０３４８】
　操作者が、リモコンアプリを終了する操作ではなく（ステップＳ１０８にてＮＯ）、リ
モコンコマンドを送信する対象となる所定の操作を行った場合には（ステップＳ１１０に
てＹＥＳ）、コマンド送信処理部２２が、該操作に対応するリモコンコマンドを操作対象
装置２００に送信する（ステップＳ１１１）。
【０３４９】
　続いて、操作対象装置２００における処理について説明する。操作者装置３００１から
電源コマンドを受信すると（ステップＳ１１２にてＹＥＳ）、電源管理部３が、操作対象
装置２００が備える各部に電力を供給する（ステップＳ１１３）。
【０３５０】
　続いて、操作者装置３００１からのリモコンコマンドの受信待機中に、視聴状況検査部
４がコンテンツ視聴検査処理を行う（ステップＳ１１４）。コンテンツ視聴検査処理につ
いては、詳細なフローチャートを用いて後述する。
【０３５１】
　次に、操作者装置３００１から新たにリモコンコマンドを受信すると（ステップＳ１１
５にてＹＥＳ）、まず、ユーザ属性情報確認・取得部５が、該受信したリモコンコマンド
に含まれるユーザＩＤが、ユーザ属性情報記憶部１１に格納されているか否かを調べる（
ステップＳ１１６）。そして、上記受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤが、
ユーザ属性情報記憶部１１に格納されていなければ（ステップＳ１１６にてＮＯ）、ユー
ザ属性情報確認・取得部５は、上記受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤで識
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別されるユーザの属性情報を取得するために、サービス提供装置４００に対して、ユーザ
情報要求を送信する（ステップＳ１１７）。その後、ユーザ属性情報確認・取得部５は、
サービス提供装置４００からユーザ属性情報を受信し、該受信したユーザ属性情報に含ま
れるデータを、ユーザ属性情報記憶部１１に格納する（ステップＳ１１８）。
【０３５２】
　なお、上記受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤが、ユーザ属性情報記憶部
１１に格納されている場合は（ステップＳ１１６にてＹＥＳ）、サービス提供装置４００
に対して、ユーザ情報要求を送信しない。
【０３５３】
　そして、ステップＳ１１５にて受信したリモコンコマンドが電源コマンドであるか否か
を調べる（ステップＳ１１９）。電源コマンドであれば（ステップＳ１１９にてＹＥＳ）
、電源管理部３が、操作対象装置２００が備える機能への電力の供給を停止する（スタン
バイの状態にする）（ステップＳ１２０）。
【０３５４】
　一方、電源コマンドでなければ（ステップＳ１１９にてＮＯ）、許可者から視聴許可を
得るために、許可取得処理を行う（ステップＳ１２１）。許可取得処理については、詳細
なフローチャートを用いて後述する。そして、その後、ユーザ属性情報送信部９が、サー
ビス提供装置４００に対して、ユーザ属性情報を送信する（ステップＳ１２２）。
【０３５５】
　続いて、サービス提供装置４００における処理について説明する。ユーザ属性情報送信
処理部４２は、操作対象装置２００からユーザ情報要求を受信すると（ステップＳ１２３
にてＹＥＳ）、ユーザ属性情報記憶部５３からユーザ属性情報を取得し、該取得したユー
ザ属性情報を操作対象装置２００に送信する（ステップＳ１２４）。
【０３５６】
　また、ユーザ属性情報受信処理部４６は、操作対象装置２００からユーザ属性情報を受
信すると（ステップＳ１２５にてＹＥＳ）、該受信したユーザ属性情報をユーザ属性情報
記憶部５３に格納する（ステップＳ１２６）。
【０３５７】
　（許可取得処理の流れ）
　次に、図２２を参照しながら、許可取得処理の流れの概要について説明する。図２２は
、許可取得処理の流れを示すフローチャートである。
【０３５８】
　まず、操作対象装置２００の権限検査部６が、操作者が行おうとする操作が、許可者か
ら視聴許可を得る必要があるものであるか否かを判定する権限検査処理を行う（ステップ
Ｓ２０１）。権限検査処理については、詳細なフローチャートを用いて後述する。
【０３５９】
　権限検査処理の結果、操作者が行おうとする操作が、視聴許可を得る必要があるもので
ある場合には（ステップＳ２０２にて「必要」）、許可取得部７が、許可者装置３００２
を特定し（ステップＳ２０３）、許可者装置３００２に対して許可要求を送信する（ステ
ップＳ２０４）。
【０３６０】
　そして、許可者装置３００２では、許可要求に応じて、許可者が許可を与えるか否かを
入力し、その結果として、許可結果レスポンスを操作対象装置２００に送信する（以下、
許可入力処理と称する）（ステップＳ２０５）。許可入力処理については、詳細なフロー
チャートを用いて後述する。
【０３６１】
　そして、許可取得部７は、許可者装置３００２から許可結果レスポンスを受信すると（
ステップＳ２０６にてＹＥＳ）、許可結果レスポンスの内容を解析し、許可が与えられて
いれば（すなわち、許可レスポンスであれば）（ステップＳ２０７にてＹＥＳ）、引き続
きコマンド処理を行う（ステップＳ２０９）。コマンド処理については、詳細なフローチ
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ャートを用いて後述する。
【０３６２】
　一方、許可が与えられていなければ（すなわち、不許可レスポンスであれば）（ステッ
プＳ２０７にてＮＯ）、許可取得部７はエラーとして扱い、表示部２０４にその旨を表示
する（ステップＳ２０８）。このとき、コマンド処理は行わない。
【０３６３】
　なお、権限検査処理の結果、操作者が行おうとする操作が、視聴許可を得る必要がない
ものである場合には（ステップＳ２０２にて「不要」）、許可者の許可を得ずに、引き続
きコマンド処理を行う（ステップＳ２０９）。
【０３６４】
　また、権限検査処理にて、操作者が行おうとする操作が、エラーであると判定された場
合には（ステップＳ２０２にて「エラー」）、コマンド処理は行わない。
【０３６５】
　（許可入力処理の流れ）
　続いて、図２３を参照しながら、許可者装置３００２における許可入力処理について説
明する。図２３は、許可入力処理の流れを示すフローチャートである。
【０３６６】
　許可者装置３００２は、操作対象装置２００から許可要求を受信すると（ステップＳ２
５１）、許可要求受信処理部２４が、該受信した許可要求信号の内容を解析し、要求され
ている許可内容が、都度許可であるか、または、事前許可であるかを調べる（ステップＳ
２５２）。
【０３６７】
　そして、要求されている許可内容が、都度許可である場合は（ステップＳ２５２にて「
都度許可」）、都度許可を与えるか否かを許可者が入力可能な画面を表示する（図１１参
照）（ステップＳ２５３）。そして許可者が、都度許可を与える旨を入力した場合におい
て（ステップＳ２５４にて「許可」）、さらに、都度許可を与えたコンテンツが有料コン
テンツであるか否かを調べる（ステップＳ２５５）。有料コンテンツである場合は（ステ
ップＳ２５５にてＹＥＳ）、許可要求受信処理部２４は、有料コンテンツを購入するか否
かを許可者が入力可能な画面を表示する（図１２参照）（ステップＳ２５６）。
【０３６８】
　そして、有料コンテンツでない場合（ステップＳ２５５にてＮＯ）、または、有料コン
テンツを購入すると許可者が入力した場合（ステップＳ２５７にて「購入する」）は、許
可要求受信処理部２４は、その旨の許可レスポンスを、許可要求の送信元に送信する（Ｓ
２５８）。
【０３６９】
　一方、ステップＳ２５４にて許可者が許可を与えない旨を入力した場合（「不許可」）
、または、有料コンテンツを購入しない旨を入力した場合（ステップＳ２５７にて「購入
しない」）は、許可要求受信処理部２４は、その旨の不許可レスポンスを、許可要求の送
信元に送信する（Ｓ２５９）。
【０３７０】
　また、要求されている許可内容が、事前許可である場合は（ステップＳ２５２にて「事
前許可」）、事前許可を与えるか否かを許可者が入力可能な画面を表示する（図１６参照
）（ステップＳ２６０）。
【０３７１】
　そして、事前許可を与える旨の入力があった場合には（ステップＳ２６１にて「許可」
）、許可要求受信処理部２４は、その旨の許可レスポンスを、許可要求の送信元に送信す
る（Ｓ２６２）。一方、事前許可を与えない旨の入力があった場合には（ステップＳ２６
１にて「不許可」）、許可要求受信処理部２４は、その旨の不許可レスポンスを、許可要
求の送信元に送信する（Ｓ２６３）。
【０３７２】
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　（権限検査処理の流れ）
　次に、図２４を参照しながら、権限検査処理の流れの概要について説明する。図２４は
、権限検査処理の流れを示すフローチャートである。
【０３７３】
　まず、ユーザの操作内容が「コンテンツを視聴する操作」である場合（ステップＳ３０
１にてＹＥＳ）、権限検査部６は、該コンテンツに視聴制限があるか否かを調べる（ステ
ップＳ３０２）。具体的には、視聴しようとしているコンテンツの属性情報をコンテンツ
情報記憶部１３にて検索し、該コンテンツに設定されている「視聴制限」を取得する。そ
して、視聴制限に値が設定されていれば（ステップＳ３０２にてＹＥＳ）、次に、権限検
査部６は、ユーザの年齢が制限を満たすものであるかを調べる（ステップＳ３０３）。具
体的には、操作者装置３００１から受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤを有
するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて検索し、該ユーザＩＤで識別されるユーザ
の「年齢」を取得する。そして、上記取得した年齢と、上記取得した視聴制限とを比較す
る。そして、ユーザの年齢が制限を満たさない場合（ステップＳ３０３にてＮＯ）、権限
検査部６は、許可者の都度許可が必要であると判定する（ステップＳ３０４）。
【０３７４】
　次に、ユーザの年齢が制限を満たす場合（ステップＳ３０３にてＹＥＳ）、権限検査部
６は、さらに、視聴しようとしているコンテンツが有料であるか否かを調べる（ステップ
Ｓ３０５）。そして、有料で無ければ（ステップＳ３０５にてＮＯ）、権限検査部６は、
許可者の許可は不要であると判定する（ステップＳ３１０）。
【０３７５】
　一方、コンテンツが有料であれば（ステップＳ３０５にてＹＥＳ）、権限検査部６は、
さらに、ユーザにコンテンツを購入する権限があるか否かを調べる（ステップＳ３０６）
。具体的には、操作者装置３００１から受信したリモコンコマンドに含まれるユーザＩＤ
を有するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて検索し、該ユーザＩＤで識別されるユ
ーザの「購入権限」を取得して、その値を調べる。そして、購入権限があれば（ステップ
Ｓ３０６にてＹＥＳ）、権限検査部６は、許可者の許可は不要であると判定する（ステッ
プＳ３０９）。一方、購入権限がなければ（ステップＳ３０６にてＮＯ）、さらに、有料
コンテンツを購入することによって、コンテンツの購入金額の合計が、ユーザに設定され
ている上限金額を超えるか否かを調べる（ステップＳ３０７）。
【０３７６】
　具体的には、まず、操作者装置３００１から受信したリモコンコマンドに含まれるユー
ザＩＤを有するレコードをユーザ属性情報記憶部１１にて検索し、「上限金額」を取得す
る。そして、視聴しようとしているコンテンツの「料金」をコンテンツ情報記憶部１３か
ら取得する。そして、上記取得した上限金額が未設定（NULL値）であって、上記取得した
料金に値が設定されている（NULL値以外である）場合（ステップＳ３０７にて「対象外」
）、都度許可が必要であると判定する（ステップＳ３０４）。
【０３７７】
　一方、上記取得した上限金額が設定されている場合は、上記取得した料金の値を、ユー
ザがこれまでに購入した合計金額に加算すると、上記取得した上限金額の値を超えるか否
かを調べる。そして、上限金額の値を超えるならば（ステップＳ３０７にてＹＥＳ）、事
前許可の範囲を超えることになるので、権限検査部６は、エラーであると判定するととも
に、その旨を表示部３０７に表示する（ステップＳ３０８）。一方、上限金額の値を超え
ないならば（ステップＳ３０７にてＮＯ）、事前許可の範囲内であるので、権限検査部６
は、許可者の許可は不要であると判定する（ステップＳ３０９）。
【０３７８】
　なお、ユーザに上限金額が設定されていない場合は（ステップＳ３０７にて「対象外」
）、事前許可を得ていないことになるので、権限検査部６は、許可者の許可が必要である
と判定する（ステップＳ３０４）。
【０３７９】
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　また、ユーザの操作内容が「コンテンツを視聴する操作」でない場合において（ステッ
プＳ３０１にてＮＯ）、ユーザの操作内容が「事前許可を取得する操作」である場合（ス
テップＳ３１１にてＹＥＳ）、権限検査部６は、許可者の許可が必要であると判定する（
ステップＳ３１２）。一方、ユーザの操作内容が「事前許可を取得する操作」でない場合
（ステップＳ３１１にてＮＯ）、権限検査部６は、許可者の許可は不要であると判定する
（ステップＳ３１３）。
【０３８０】
　（コンテンツ視聴検査処理の流れ）
　次に、図２５を参照しながら、コンテンツ視聴検査処理の流れの概要について説明する
。図２５は、コンテンツ視聴検査処理の流れを示すフローチャートである。
【０３８１】
　ユーザが視聴制限コンテンツを視聴している場合（ステップＳ４０１にてＹＥＳ）、視
聴状況検査部４は、許可者から事前許可により与えられた「視聴期限」を経過していない
かを調べる（ステップＳ４０２）。具体的には、ユーザ属性情報記憶部１１に記憶してい
る「視聴期限」を取得する。そして、視聴状況検査部４は、操作対象装置２００の現在の
システム時刻が、上記取得した視聴期限を経過しているか否かを検査する。そして、視聴
期限を経過している場合は（ステップＳ４０２にてＹＥＳ）、視聴状況検査部４は、表示
部２０４にエラーである旨を表示し（ステップＳ４０４）、コンテンツの再生を停止する
（ステップＳ４０５）。
【０３８２】
　また、視聴期限を経過していない場合（ステップＳ４０２にてＮＯ）、視聴状況検査部
４は、さらに、許可者から事前許可により与えられた「視聴時間」を経過していないかを
調べる（ステップＳ４０２）。具体的には、ユーザ属性情報記憶部１１に記憶している「
視聴時間」を取得する。そして、コンテンツの再生時間の合計が、上記取得した視聴時間
を超えているか否かを検査する。そして、視聴時間を超えている場合は（ステップＳ４０
２にてＹＥＳ）、視聴状況検査部４は、表示部２０４にエラーである旨を表示し（ステッ
プＳ４０４）、コンテンツの再生を停止する（ステップＳ４０５）。
【０３８３】
　（コマンド処理の流れ）
　次に、図２６を参照しながら、コマンド処理の流れの概要について説明する。図２６は
、コマンド処理の流れを示すフローチャートである。
【０３８４】
　ユーザの指示内容が、メニューの表示指示である場合（ステップＳ５０１にてＹＥＳ）
、操作対象装置２００のユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００に対して、「ロ
グイン要求」を送信する（ステップＳ５０２）。
【０３８５】
　そして、サービス提供装置４００は、ログイン要求を受信すると（ステップＳ５０３に
てＹＥＳ）、ログイン処理部４３が正当なユーザであるか否かの確認を行い（ステップＳ
５０４）、正当なユーザであることがわかれば、ログインに成功したものとして（ステッ
プＳ５０５にてＹＥＳ）、ログイン処理部４３は、操作対象装置２００に対して、ログイ
ン成功した旨の「ログイン通知」を送信する（ステップＳ５０６）。一方、正当なユーザ
でないことがわかれば、ログインに失敗したものとして（ステップＳ５０５にてＮＯ）、
ログイン処理部４３は、操作対象装置２００に対して、ログイン失敗した旨の「ログイン
通知」を送信する（ステップＳ５０７）。
【０３８６】
　その後、操作対象装置２００のユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００から、
ログイン通知を受信すると、ログイン通知の内容を解析して、ログインに成功したか否か
を調べる（ステップＳ５０８）。そして、ログインに成功したことが分かれば（ステップ
Ｓ５０８にてＹＥＳ）、ＶＯＤサービスを利用するためのメニューを表示部２０４に表示
する（図６参照）（ステップＳ５０９）。なお、ログインに失敗したことが分かれば（ス
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テップＳ５０８にてＮＯ）、表示部２０４にエラーを表示する（ステップＳ５１０）。
【０３８７】
　また、ユーザの指示内容が、メニューの表示指示ではなく（ステップＳ５０１にてＮＯ
）、コンテンツリストの表示指示である場合（ステップＳ５１１にてＹＥＳ）、ユーザ操
作処理部８は、サービス提供装置４００に対して、「コンテンツリスト要求」を送信する
（ステップＳ５１２）。
【０３８８】
　そして、サービス提供装置４００は、コンテンツリスト要求を受信すると（ステップＳ
５１３にてＹＥＳ）、データ送信処理部４５が、コンテンツ情報記憶部５４に記憶されて
いるコンテンツの属性情報に基づいて、サービス提供装置４００にて現在提供されている
「コンテンツリスト」を生成し、操作対象装置２００に対して、該生成したコンテンツリ
ストを送信する（ステップＳ５１４）。
【０３８９】
　その後、操作対象装置２００のユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００から、
コンテンツリストを受信すると（ステップＳ５１５にてＹＥＳ）、該受信したコンテンツ
リストを表示部２０４に表示する（図７参照）（ステップＳ５１６）。
【０３９０】
　また、ユーザの指示内容が、コンテンツリストの表示指示ではなく（ステップＳ５１１
にてＮＯ）、コンテンツ情報の表示指示である場合（ステップＳ５２１にてＹＥＳ）、ユ
ーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００に対して、「コンテンツ情報要求」を送信
する（ステップＳ５２２）。
【０３９１】
　そして、サービス提供装置４００は、コンテンツ情報要求を受信すると（ステップＳ５
２３にてＹＥＳ）、データ送信処理部４５が、コンテンツ情報記憶部５４からコンテンツ
の属性情報を取得し、操作対象装置２００に対して、「コンテンツ情報」として送信する
（ステップＳ５２４）。
【０３９２】
　その後、操作対象装置２００のユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００から、
コンテンツ情報を受信すると（ステップＳ５２５にてＹＥＳ）、該受信したコンテンツ情
報を表示部２０４に表示する（図８参照）（ステップＳ５２６）。
【０３９３】
　また、ユーザの指示内容が、コンテンツ情報の表示指示ではなく（ステップＳ５２１に
てＮＯ）、コンテンツの再生指示（視聴指示）である場合（ステップＳ５３１にてＹＥＳ
）、ユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００に対して、「課金情報」及び「コン
テンツデータ要求」を送信する（ステップＳ５３２）。
【０３９４】
　そして、サービス提供装置４００は、課金情報及びコンテンツデータ要求を受信すると
（ステップＳ５３３にてＹＥＳ）、まず、課金処理部４４が、一般的に用いられている課
金処理を行う（ステップＳ５３４）。そして、課金処理が正常に完了すれば（ステップＳ
５３５にてＹＥＳ）、課金処理部４４は、操作対象装置２００に対して、課金が成功した
旨の「課金通知」を送信する（ステップＳ５３６）。さらに、引き続いて、データ送信処
理部４５が、コンテンツデータ記憶部５５に記憶されている「コンテンツデータ」を、操
作対象装置２００に送信する（ステップＳ５３７）。
【０３９５】
　一方、課金処理が正常に完了しなければ（ステップＳ５３５にてＮＯ）、課金処理部４
４は、操作対象装置２００に対して、課金が失敗した旨の「課金通知」を送信する（ステ
ップＳ５３８）。
【０３９６】
　そして、操作対象装置２００のユーザ操作処理部８は、サービス提供装置４００から、
課金が成功した旨の課金通知を受信すると（ステップＳ５３９にてＹＥＳ）、引き続き、
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サービス提供装置４００から、コンテンツデータを受信し、該受信したコンテンツデータ
を表示部２０４に表示する（図１０参照）（ステップＳ５４０）。一方、サービス提供装
置４００から、課金が失敗した旨の課金通知を受信すると（ステップＳ５３９にてＮＯ）
、ユーザ操作処理部８は、表示部２０４にエラーを表示する（ステップＳ５４０）。
【０３９７】
　さらに、ユーザの指示内容が、コンテンツの再生指示ではない場合（ステップＳ５３１
にてＮＯ）、ユーザの指示内容は、操作対象装置２００が一般的に備える機能の操作指示
であるので、該指示内容に応じた処理を行う（ステップＳ５５１）。
【０３９８】
　（ユーザ登録処理の流れ）
　次に、図２７を参照しながら、ユーザ登録処理の流れの概要について説明する。図２７
は、ユーザ登録処理の流れを示すフローチャートである。
【０３９９】
　リモコンアプリが起動した後、操作者がリモコンアプリ上の「ユーザ登録」キーを操作
すると、許可者装置３００２のユーザ登録処理部２３が、許可者及び操作者の属性情報の
入力を受け付ける画面（図１７及び図１８参照）を表示する（ステップＳ６０１）。そし
て、許可者から、許可者及び操作者の属性情報を登録する操作を受け付けると、ユーザ登
録処理部２３が、「第１登録ユーザ情報」を操作対象装置２００に送信する。（ステップ
Ｓ６０２）。
【０４００】
　そして、操作対象装置２００は、第１登録ユーザ情報を受信すると（ステップＳ６０３
にてＹＥＳ）、ユーザ登録処理部１が、該受信した第１登録ユーザ情報に、操作対象装置
２００のＩＤを加えた「第２登録ユーザ情報」を生成し（ステップＳ６０４）、サービス
提供装置４００に送信する（ステップＳ６０５）。
【０４０１】
　そして、サービス提供装置４００は、第２登録ユーザ情報を受信すると（ステップＳ６
０６にてＹＥＳ）、ユーザ登録処理部４１が、該受信した第２登録ユーザ情報に含まれる
、許可者及び操作者の属性情報を登録ユーザ情報記憶部５１に格納するとともに、許可者
及び操作者毎にユーザＩＤ及びパスワードの組を発行し、該発行したユーザＩＤ及びパス
ワードの組を、ユーザＩＤ・パスワード記憶部５２に格納する（ステップＳ６０７）。
【０４０２】
　そして、ユーザ登録処理部４１は、上記発行したユーザＩＤ及びパスワードに基づいて
「ユーザ登録結果情報」を生成し、該生成したユーザ登録結果情報を、操作対象装置２０
０に送信する（ステップＳ６０８）。
【０４０３】
　そして、操作対象装置２００は、ユーザ登録結果情報を受信すると（ステップＳ６０９
にてＹＥＳ）、ユーザ登録処理部１が、第１登録ユーザ情報及び該受信したユーザ登録結
果情報に含まれる情報に基づいて、登録されたユーザの属性情報を記憶するために、ユー
ザ属性情報記憶部１１にレコードを生成する（ステップＳ６１０）。
【０４０４】
　そして、ユーザ登録処理部１は、許可者装置３００２に、上記受信したユーザ登録結果
情報を転送する（ステップＳ６１１）。
【０４０５】
　そして、許可者装置３００２のユーザ登録処理部２３は、ユーザ登録結果情報を受信す
ると（ステップＳ６１２にてＹＥＳ）、該受信したユーザ登録結果情報に含まれる、「許
可者氏名」、「許可者ＩＤ」、「許可者パスワード」、「操作者氏名」、「操作者ＩＤ」
、及び「操作者パスワード」を表示部３０７に表示する（図１９参照）（ステップＳ６１
３）。
【０４０６】
　以上で述べたように、本実施の形態では、許可者から事前許可を与えられていない操作
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者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視聴しようとすると、操作対象
装置２００が許可者装置３００２に対して、都度許可を求めるための許可要求を送信する
。そして、許可者装置３００２が許可要求を受信すると、許可者は、許可者装置３００２
にて、都度許可を与えるか否かを入力することができる。そして、許可者が許可者装置３
００２にて、都度許可を与える旨を入力すると、許可者装置３００２が操作対象装置２０
０に対して、視聴許可を与える旨のレスポンスを送信する。そして、操作対象装置２００
は、許可を与える旨のレスポンスを受信すると、操作者が視聴しようとしていた、視聴制
限コンテンツを再生する。
【０４０７】
　同様に、本実施の形態では、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るた
めの操作を行うと、操作対象装置２００が許可者装置３００２に対して、事前許可を求め
るための許可要求を送信する。そして、許可者装置３００２が許可要求を受信すると、許
可者は、許可者装置３００２にて、事前許可を与えるか否かを入力することができる。そ
して、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与える旨を入力すると、許可者装置
３００２が操作対象装置２００に対して、事前許可を与える旨のレスポンスを送信する。
そして、操作対象装置２００は、事前許可を与える旨のレスポンスを受信すると、操作者
、上記事前許可された範囲内で、視聴制限コンテンツを視聴することができるようになる
。
【０４０８】
　以上のように、操作者は、許可者から都度許可または事前許可を得ることにより、視聴
制限コンテンツを視聴することができるようになる。その際、操作者は、自らが用いる操
作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよい。また、許可者は、
許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、許可するか否かを入力
するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要は無い。
【０４０９】
　さらに、操作対象装置２００と許可者装置３００２とが、直接、都度許可及び事前許可
を求める要求、並びに、それらに対する応答をやりとりするので、操作者装置３００１及
び許可者装置３００２の少なくとも一方が電話・Ｗｅｂ通信部３０３を備えていない（つ
まり、携帯電話網としての通信ネットワーク５００と通信できない）場合であっても、操
作者は、許可者から都度許可及び事前許可を得ることができる。
【０４１０】
　〔実施の形態２〕
　実施の形態１では、許可者から視聴許可を得る流れとして、１）操作対象装置２００が
、直接、許可者装置３００２に許可要求を送信し、２）その応答として、許可者装置３０
０２が、直接、操作対象装置２００に許可結果レスポンスを送信する形態について説明し
た。しかしながら、許可者から視聴許可を得る流れは、これに限られない。
【０４１１】
　そこで、本実施の形態では、１）操作対象装置２００が、操作者装置３００１を介して
、許可者装置３００２に許可要求を送信し、２）その応答として、許可者装置３００２が
、操作者装置３００１を介して、操作対象装置２００に許可結果レスポンスを送信する形
態について説明する。
【０４１２】
　本発明の一実施形態について図２８から図３０に基づいて説明すると以下の通りである
。なお、説明の便宜上、実施の形態１にて示した各部材と同一の機能を有する部材には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。また、実施の形態１にて説明した処理と同一
に処理については、その説明を省略する。
【０４１３】
　〔視聴許可を得る流れの概要〕
　図２８を参照しながら、本実施の形態における、許可者から視聴許可を得る流れの概要
について説明する。図２８は、本実施の形態に係る遠隔操作システム１００において、操
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作者が、許可者から視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
【０４１４】
　（都度許可を得る流れ）
　まず、操作者が、許可者から都度許可を得る流れについて説明する。まず、操作者が操
作者装置３００１を用いて、操作対象装置２００を操作することにより、視聴制限コンテ
ンツを視聴しようとすると、操作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置
２００の被操作側通信部２０９に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図２８
におけるフロー（１））。そして、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００
は、操作者が視聴制限コンテンツを自由に視聴可能であるか否かを確認する。そして、操
作者が視聴制限コンテンツを自由に視聴可能できないと判断した場合、操作対象装置２０
０は、まず、被操作側通信部２０９から操作者装置３００１の操作側通信部３０２に対し
て、都度許可を求める要求を行う（図２８におけるフロー（２））。そして、都度許可を
求める要求を受信した操作者装置３００１は、許可者装置３００２を特定し、操作者装置
３００１の電話・Ｗｅｂ通信部３０３から該特定した許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ
通信部３０３に対して、都度許可を求める要求を送信する（図２８におけるフロー（３）
）。
【０４１５】
　そして、上記要求に対し、視聴を許可するか否かについて、許可者が許可者装置３００
２上で入力すると、許可者装置３００２は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３
０３から操作者装置３００１の電話・Ｗｅｂ通信部３０３に対して応答を送信する（図２
８におけるフロー（４））。そして、操作者装置３００１は、上記応答を受信すると、操
作側通信部３０２から操作対象装置２００の被操作側通信部２０９に対して上記応答を転
送する（図２８におけるフロー（５））。以上の結果、許可者が、都度許可を与える旨を
入力していれば、操作者は、上記視聴しようとした視聴制限コンテンツを視聴することが
できる。
【０４１６】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視
聴しようとすると、操作対象装置２００からまず操作者装置３００１に対して、都度許可
を求める要求が送信される。そして、操作者装置３００１から許可者装置３００２に対し
て都度許可を求める要求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２にて、都度
許可を与える旨を入力すると、許可者装置３００２から操作者装置３００１に対して都度
許可を与える旨が送信される。そして、操作者装置３００１から操作対象装置２００に対
して都度許可を与える旨が送信される。これにより、操作者は、視聴制限コンテンツを視
聴することができるようになる。なお、許可者が、都度許可を与えない旨を入力すれば、
許可者装置３００２から操作者装置３００１を介して、操作対象装置２００に対して都度
許可を与えない旨が送信されるので、操作者は視聴制限コンテンツを視聴することはでき
ない。
【０４１７】
　（事前許可を得る流れ）
　続いて、操作者が、許可者から事前許可を得る流れについて説明する。事前許可を得る
流れは、上述した都度許可を得る流れとほぼ同様である。
【０４１８】
　まず、操作者が操作者装置３００１を用いて、事前許可を得るための操作を行うと、操
作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置２００の被操作側通信部２０９
に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図２８におけるフロー（１））。そし
て、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００は、まず、被操作側通信部２０
９から操作者装置３００１の操作側通信部３０２に対して、事前許可を求める要求を行う
（図２８におけるフロー（２））。そして、事前許可を求める要求を受信した操作者装置
３００１は、許可者装置３００２を特定し、操作者装置３００１の電話・Ｗｅｂ通信部３
０３から該特定した許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３に対して、事前許可
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を求める要求を送信する（図２８におけるフロー（３））。
【０４１９】
　そして、上記要求に対し、事前許可を与えるか否かについて、許可者が許可者装置３０
０２上で入力すると、許可者装置３００２は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部
３０３から操作者装置３００１の電話・Ｗｅｂ通信部３０３に対して応答を送信する（図
２８におけるフロー（４））。そして、操作者装置３００１は、上記応答を受信すると、
操作側通信部３０２から操作対象装置２００の被操作側通信部２０９に対して上記応答を
転送する（図２８におけるフロー（５））。以上の結果、許可者が、事前許可を与える旨
を入力していれば、操作者は、上記許可された範囲内で、視聴制限コンテンツを視聴する
ことができる。
【０４２０】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るための操
作を行うと、操作対象装置２００から許可者装置３００２に対して、事前許可を求める要
求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与える旨を入力
すると、許可者装置３００２から操作者装置３００１に対して、事前許可を与える旨が送
信される。そして、操作者装置３００１から操作対象装置２００に対して事前許可を与え
る旨が送信される。これにより、操作者は、上記事前許可された範囲内で、視聴制限コン
テンツを視聴することができるようになる。なお、許可者が、事前許可を与えない旨を入
力すれば、許可者装置３００２から操作者装置３００１を介して、操作対象装置２００に
対して事前許可を与えない旨が送信されるので、操作者は事前許可を得ることはできない
。
【０４２１】
　さらに、上記の構成によれば、許可者から都度許可及び事前許可を得るにあたり、操作
者は、自らが用いる操作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよ
い。また、許可者は、許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、
許可するか否かを入力するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要
は無い。
【０４２２】
　さらに、上記の構成によれば、操作者装置３００１と許可者装置３００２との通信は、
携帯電話網としての通信ネットワーク５００を介して行うことを想定しているので、都度
許可及び事前許可を求める要求、並びに、それらに対する応答は、携帯電話網を介してや
りとりすることとなる。したがって、操作者と許可者とが離れた位置にいる場合（例えば
、操作者が自宅に居て、許可者が外出している場合など）であっても、操作者は、許可者
から都度許可及び事前許可を得ることができる。
【０４２３】
　〔各装置のより詳細な構成〕
　続いて、図２９を参照しながら、本実施の形態に係る操作対象装置２００及び遠隔操作
装置３００のより詳細な構成について説明する。図２９は、本実施の形態に係る操作対象
装置２００、遠隔操作装置３００、及びサービス提供装置４００の要部構成を示すブロッ
ク図である。なお、本実施の形態に係るサービス提供装置４００は、実施の形態１のサー
ビス提供装置４００と同一の構成であるので、ここではその説明を省略する。
【０４２４】
　（操作対象装置のより詳細な構成）
　まず、本実施の形態の操作対象装置２００のより詳細な構成について説明する。図示の
ように、本実施の形態の操作対象装置２００は、実施の形態１の操作対象装置２００と同
様の部材を含んで構成されるが、本実施の形態の許可取得部７は、実施の形態１の許可取
得部７とは異なる処理を行うので、以下で説明する。
【０４２５】
　本実施の形態の許可取得部７は、権限検査部６が、許可者から都度許可または事前許可
を得る必要があると判定した場合、被操作側通信部２０９を介して、リモコンコマンドを
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送信してきた操作者装置３００１に、「許可要求」を送信する。許可要求は、実施の形態
１と同様に、例えば表１０に示したデータ構造とすることができる。
【０４２６】
　そして、本実施の形態の許可取得部７は、許可要求を操作者装置３００１に送信した後
、その応答として操作者装置３００１が送信した「許可結果レスポンス」を、被操作側通
信部２０９を介して受信する。許可結果レスポンスは、実施の形態１と同様に、例えば表
１１に示したデータ構造とすることができる。
【０４２７】
　なお、本実施の形態の許可取得部７における、許可結果レスポンスを受信した後の処理
については、実施の形態１の許可取得部７での処理と同様であるので、ここではその説明
を省略する。
【０４２８】
　また、本実施の形態の許可取得部７が行う処理（以下、許可取得処理）の流れについて
は、フローチャートを用いて後述する。
【０４２９】
　（遠隔操作装置のより詳細な構成）
　続いて、本実施の形態の遠隔操作装置３００のより詳細な構成について説明する。図示
のように、本実施の形態の遠隔操作装置３００は、実施の形態１の遠隔操作装置３００と
ほぼ同様の部材を含んで構成されるが、本実施の形態の遠隔操作装置制御部３０６は、さ
らに、許可要求・結果転送処理部２５（転送処理手段）を含んでいるので、以下で説明す
る。また、本実施の形態の許可要求受信処理部２４は、実施の形態１の許可要求受信処理
部２４とは異なる処理を行うので、以下で説明する。
【０４３０】
　許可要求・結果転送処理部２５について説明する。許可要求・結果転送処理部２５は、
操作者装置３００１としての遠隔操作装置３００にて、動作するものである。許可要求・
結果転送処理部２５は、操作対象装置２００から操作側通信部３０２を介して受信した許
可要求を、許可者装置３００２に送信する。具体的には、まず、許可要求を受信すると、
許可者が利用する許可者装置３００２を特定する。そのために、許可要求・結果転送処理
部２５は、上記受信した許可要求に含まれる「許可者ユーザ情報」に含まれる「許可者装
置電話番号」を取得する。そして、許可要求・結果転送処理部２５は、上記受信した許可
要求を、操作者装置３００１の電話・Ｗｅｂ通信部３０３を介して、上記取得した許可者
装置電話番号を有する許可者装置３００２に対して送信する。
【０４３１】
　そして、許可要求・結果転送処理部２５は、許可要求を許可者装置３００２に送信した
後、その応答として許可者装置３００２が送信した許可結果レスポンスを、電話・Ｗｅｂ
通信部３０３を介して受信する。そして、許可要求・結果転送処理部２５は、該受信した
許可結果レスポンスを、操作側通信部３０２を介して、操作対象装置２００に送信する。
【０４３２】
　なお、許可要求・結果転送処理部２５は、所定時間（例えば３分間など）、許可者装置
３００２から許可結果レスポンスを受信しなければ、不許可レスポンスを生成し、該生成
した不許可レスポンスを、操作側通信部３０２を介して、操作対象装置２００に送信する
。
【０４３３】
　なお、上記不許可レスポンスは、以下のように生成すればよい。すなわち、Ａ）許可要
求の操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であり、第１許可要求内容に許可を求める
内容が設定されている場合は、第１許可内容に値が設定されていない許可結果レスポンス
を生成する。また、Ｂ）許可要求の操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であり、第
２許可要求内容に許可を求める内容が設定されている場合は、第２許可内容に値が設定さ
れてない許可結果レスポンスを生成する。また、Ｃ）許可要求の操作内容が「事前許可を
取得する操作」である場合は、第１許可内容、第２許可内容、及び第３許可内容のいずれ



(56) JP 5208565 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

にも値が設定されていない許可結果レスポンスを生成する。
【０４３４】
　次に、本実施の形態の許可要求受信処理部２４について説明する。許可者装置３００２
の許可要求受信処理部２４は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３を介して
、操作者装置３００１から送信される許可要求を受信する。また、許可者装置３００２の
許可要求受信処理部２４は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３を介して、
許可結果レスポンスを操作者装置３００１に返信する。許可要求を受信した直後から、許
可結果レスポンスを送信する直前までの処理は、実施の形態１の許可要求受信処理部２４
と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０４３５】
　〔遠隔操作システム１００における処理の流れ〕
　本実施の形態の遠隔操作システム１００における処理の流れは、実施の形態１の遠隔操
作システム１００における処理の流れとほぼ同様であるが、許可取得処理の流れが異なる
ので、以下で説明する。その他は、実施の形態１にて説明した処理の流れと同一であるの
で、その説明を省略する。
【０４３６】
　（許可取得処理の流れ）
　図３０を参照しながら、本実施の形態の許可取得処理の流れの概要について説明する。
図３０は、本実施の形態の許可取得処理の流れを示すフローチャートである。実施の形態
１にて説明した許可取得処理の流れと同一に処理については、その説明を省略する。
【０４３７】
　操作者が行おうとする操作が、視聴許可を得る必要があるものである場合には（ステッ
プＳ２０２にて「必要」）、本実施の形態の許可取得部７が、操作者装置３００１に対し
て許可要求を送信する（ステップＳ７０１）。
【０４３８】
　そして、操作者装置３００１では、許可要求を受信すると（ステップＳ７０２にてＹＥ
Ｓ）、許可要求・結果転送処理部２５が許可者装置３００２を特定し（ステップＳ７０３
）、上記受信した許可要求を許可者装置３００２に対して許可要求を送信する（ステップ
Ｓ７０４）。
【０４３９】
　そして、許可者装置３００２では、許可要求に応じて、許可入力処理を行った結果とし
て、許可結果レスポンスを操作者装置３００１に送信する（ステップＳ２０５）。
【０４４０】
　そして、操作者装置３００１の許可要求・結果転送処理部２５は、許可者装置３００２
から許可結果レスポンスを受信すると（ステップＳ７０５にてＹＥＳ）、該受信した許可
結果レスポンスを、操作対象装置２００に送信する（ステップＳ７０６）。
【０４４１】
　なお、操作者装置３００１の許可要求・結果転送処理部２５は、所定時間（例えば、３
分間など）、許可者装置３００２から許可結果レスポンスを受信しなければ（ステップＳ
７０５にてＮＯ）、不許可レスポンスを生成し（ステップＳ７０７）、該生成した不許可
レスポンスを、操作対象装置２００に送信する（ステップＳ７０６）。
【０４４２】
　そして、操作対象装置２００は、操作者装置３００１から許可結果レスポンスを受信す
る（ステップＳ２０６にてＹＥＳ）。
【０４４３】
　以上で述べたように、本実施の形態では、許可者から事前許可を与えられていない操作
者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視聴しようとすると、操作対象
装置２００が、まず操作者装置３００１に対して、都度許可を求めるための許可要求を送
信する。そして、許可要求を受信した操作者装置３００１が、許可者装置３００２に対し
て、許可要求を送信する。そして、許可者装置３００２が許可要求を受信すると、許可者
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は、許可者装置３００２にて、都度許可を与えるか否かを入力することができる。そして
、許可者が許可者装置３００２にて、都度許可を与える旨を入力すると、許可者装置３０
０２が操作者装置３００１に対して、視聴許可を与える旨のレスポンスを送信する。そし
て、該レスポンスを受信した操作者装置３００１は、操作対象装置２００に対して、該レ
スポンスを転送する。そして、操作対象装置２００は、該レスポンスを受信すると、操作
者が視聴しようとしていた、視聴制限コンテンツを再生する。
【０４４４】
　同様に、本実施の形態では、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るた
めの操作を行うと、操作対象装置２００が、まず操作者装置３００１に対して、事前許可
を求めるための許可要求を送信する。そして、許可要求を受信した操作者装置３００１が
、許可者装置３００２に対して、許可要求を送信する。そして、許可者装置３００２が許
可要求を受信すると、許可者は、許可者装置３００２にて、事前許可を与えるか否かを入
力することができる。そして、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与える旨を
入力すると、許可者装置３００２が操作者装置３００１に対して、事前許可を与える旨の
レスポンスを送信する。そして、該レスポンスを受信した操作者装置３００１は、操作対
象装置２００に対して、該レスポンスを転送する。そして、操作対象装置２００は、該レ
スポンスを受信すると、操作者、上記許可された範囲内で、視聴制限コンテンツを視聴す
ることができるようになる。
【０４４５】
　以上のように、本実施の形態では、操作者は、許可者から都度許可を得ることにより、
視聴制限コンテンツを視聴することができるようになる。その際、操作者は、自らが用い
る操作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよい。また、許可者
は、許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、許可するか否かを
入力するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要は無い。また、操
作者装置３００１と許可者装置３００２との通信は、携帯電話網を介して行うことを想定
しているため、操作者と許可者とが離れた位置にいる場合（例えば、操作者が自宅に居て
、許可者が外出している場合など）であっても、操作者は、許可者から都度許可を得るこ
とができる。
【０４４６】
　〔実施の形態３〕
　実施の形態２では、許可者から視聴許可を得る流れとして、１）操作対象装置２００が
、操作者装置３００１を介して、許可者装置３００２に許可要求を送信し、２）その応答
として、許可者装置３００２が、操作者装置３００１を介して、操作対象装置２００に許
可結果レスポンスを送信する形態について説明した。しかしながら、許可者から視聴許可
を得る流れは、これに限られない。
【０４４７】
　そこで、本実施の形態では、１）サービス提供装置４００が、許可者装置３００２に許
可要求を送信し、２）その応答として、許可者装置３００２が、サービス提供装置４００
に許可結果レスポンスを送信する形態について説明する。
【０４４８】
　本発明の一実施形態について図３１から図３３に基づいて説明すると以下の通りである
。なお、説明の便宜上、実施の形態１または２にて示した各部材と同一の機能を有する部
材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。また、実施の形態１または２にて説
明した処理と同一に処理については、その説明を省略する。
【０４４９】
　〔視聴許可を得る流れの概要〕
　図３１を参照しながら、本実施の形態における、許可者から視聴許可を得る流れの概要
について説明する。図３１は、本実施の形態に係る遠隔操作システム１００において、操
作者が、許可者から視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
【０４５０】
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　（都度許可を得る流れ）
　まず、操作者が、許可者から都度許可を得る流れについて説明する。まず、操作者が操
作者装置３００１を用いて、操作対象装置２００を操作することにより、視聴制限コンテ
ンツを視聴しようとすると、操作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置
２００の被操作側通信部２０９に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図３１
におけるフロー（１））。そして、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００
は、操作者が視聴制限コンテンツを自由に視聴可能であるか否かを確認する。そして、操
作者が視聴制限コンテンツを自由に視聴可能できないと判断した場合、操作対象装置２０
０は、まず、外部通信部２０８からサービス提供装置４００の外部通信部４０８に対して
、都度許可を求める要求を行う（図３１におけるフロー（２））。そして、都度許可を求
める要求を受信したサービス提供装置４００は、許可者装置３００２を特定し、サービス
提供装置４００の外部通信部４０８から該特定した許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通
信部３０３に対して、都度許可を求める要求を送信する（図３１におけるフロー（３））
。
【０４５１】
　そして、上記要求に対し、視聴を許可するか否かについて、許可者が許可者装置３００
２上で入力すると、許可者装置３００２は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３
０３からサービス提供装置４００の外部通信部４０８に対して応答を送信する（図３１に
おけるフロー（４））。そして、サービス提供装置４００は、上記応答を受信すると、外
部通信部４０８から操作対象装置２００の外部通信部２０８に対して上記応答を転送する
（図３１におけるフロー（５））。以上の結果、許可者が、都度許可を与える旨を入力し
ていれば、操作者は、上記視聴しようとした視聴制限コンテンツを視聴することができる
。
【０４５２】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視
聴しようとすると、操作対象装置２００からまずサービス提供装置４００に対して、都度
許可を求める要求が送信される。そして、サービス提供装置４００から許可者装置３００
２に対して都度許可を求める要求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２に
て、都度許可を与える旨を入力すると、許可者装置３００２からサービス提供装置４００
に対して許可を与える旨が送信される。そして、サービス提供装置４００から操作対象装
置２００に対して許可を与える旨が送信される。これにより、操作者は、視聴制限コンテ
ンツを視聴することができるようになる。なお、許可者が、都度許可を与えない旨を入力
すれば、許可者装置３００２からサービス提供装置４００を介して、操作対象装置２００
に対して都度許可を与えない旨が送信されるので、操作者は視聴制限コンテンツを視聴す
ることはできない。
【０４５３】
　（事前許可を得る流れ）
　続いて、操作者が、許可者から事前許可を得る流れについて説明する。事前許可を得る
流れは、上述した都度許可を得る流れとほぼ同様である。
【０４５４】
　まず、操作者が操作者装置３００１を用いて、事前許可を得るための操作を行うと、操
作者装置３００１の操作側通信部３０２から操作対象装置２００の被操作側通信部２０９
に対して、所定のリモコンコマンドが送信される（図３１におけるフロー（１））。そし
て、上記リモコンコマンドを受信した操作対象装置２００は、まず、外部通信部２０８か
らサービス提供装置４００の外部通信部４０８に対して、事前許可を求める要求を行う（
図３１におけるフロー（２））。そして、事前許可を求める要求を受信したサービス提供
装置４００は、許可者装置３００２を特定し、サービス提供装置４００の外部通信部４０
８から該特定した許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３に対して、事前許可を
求める要求を送信する（図３１におけるフロー（３））。
【０４５５】
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　そして、上記要求に対し、事前許可を与えるか否かについて、許可者が許可者装置３０
０２上で入力すると、許可者装置３００２は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部
３０３からサービス提供装置４００の外部通信部４０８に対して応答を送信する（図３１
におけるフロー（４））。そして、サービス提供装置４００は、上記応答を受信すると、
外部通信部４０８から操作対象装置２００の外部通信部２０８に対して上記応答を転送す
る（図３１におけるフロー（５））。以上の結果、許可者が、事前許可を与える旨を入力
していれば、操作者は、上記許可された範囲内で、視聴制限コンテンツを視聴することが
できる。
【０４５６】
　上記の構成によれば、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るための操
作を行うと、操作対象装置２００からサービス提供装置４００に対して、事前許可を求め
る要求が送信される。そして、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与える旨を
入力すると、許可者装置３００２からサービス提供装置４００に対して、事前許可を与え
る旨が送信される。そして、サービス提供装置４００から操作対象装置２００に対して事
前許可を与える旨が送信される。これにより、操作者は、上記事前許可された範囲内で、
視聴制限コンテンツを視聴することができるようになる。なお、許可者が、事前許可を与
えない旨を入力すれば、許可者装置３００２からサービス提供装置４００を介して、操作
対象装置２００に対して事前許可を与えない旨が送信されるので、操作者は事前許可を得
ることはできない。
【０４５７】
　さらに、上記の構成によれば、許可者から都度許可及び事前許可を得るにあたり、操作
者は、自らが用いる操作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよ
い。また、許可者は、許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、
許可するか否かを入力するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要
は無い。
【０４５８】
　さらに、上記の構成によれば、サービス提供装置４００と許可者装置３００２との通信
は、インターネット及び携帯電話網としての通信ネットワーク５００を介して行うことを
想定しているので、都度許可及び事前許可を求める要求、並びに、それらに対する応答は
、インターネット及び携帯電話網を介してやりとりすることとなる。したがって、操作者
と許可者とが離れた位置にいる場合（例えば、操作者が自宅に居て、許可者が外出してい
る場合など）であっても、操作者は、許可者から都度許可及び事前許可を得ることができ
る。
【０４５９】
　さらに、上記の構成によれば、サービス提供装置４００と許可者装置３００２とが、都
度許可及び事前許可を求める要求、並びに、それらに対する応答をやりとりするので、操
作者装置３００１が電話・Ｗｅｂ通信部３０３を備えていない（つまり、携帯電話網とし
ての通信ネットワーク５００と通信できない）場合であっても、操作者は、許可者から都
度許可及び事前許可を得ることができる。
【０４６０】
　〔各装置のより詳細な構成〕
　続いて、図３２を参照しながら、本実施の形態に係る操作対象装置２００、遠隔操作装
置３００、及びサービス提供装置４００のより詳細な構成について説明する。図３２は、
本実施の形態に係る操作対象装置２００、遠隔操作装置３００、及びサービス提供装置４
００の要部構成を示すブロック図である。
【０４６１】
　（操作対象装置のより詳細な構成）
　まず、本実施の形態の操作対象装置２００のより詳細な構成について説明する。図示の
ように、本実施の形態の操作対象装置２００は、実施の形態１の操作対象装置２００と同
様の部材を含んで構成されるが、本実施の形態の許可取得部７は、実施の形態１の許可取
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得部７とは異なる処理を行うので、以下で説明する。
【０４６２】
　本実施の形態の許可取得部７は、権限検査部６が、許可者から都度許可または事前許可
を得る必要があると判定した場合、外部通信部２０８を介して、サービス提供装置４００
に「許可要求」を送信する。許可要求は、実施の形態１と同様に、例えば表１０に示した
データ構造とすることができる。
【０４６３】
　そして、本実施の形態の許可取得部７は、許可要求をサービス提供装置４００に送信し
た後、その応答としてサービス提供装置４００が送信した「許可結果レスポンス」を、外
部通信部２０８を介して受信する。許可結果レスポンスは、実施の形態１と同様に、例え
ば表１１に示したデータ構造とすることができる。
【０４６４】
　なお、本実施の形態の許可取得部７における、許可結果レスポンスを受信した後の処理
については、実施の形態１の許可取得部７での処理と同様であるので、ここではその説明
を省略する。
【０４６５】
　また、本実施の形態の許可取得部７が行う処理（以下、許可取得処理）の流れについて
は、フローチャートを用いて後述する。
【０４６６】
　（遠隔操作装置のより詳細な構成）
　続いて、本実施の形態の遠隔操作装置３００のより詳細な構成について説明する。図示
のように、本実施の形態の遠隔操作装置３００は、実施の形態１の遠隔操作装置３００と
ほぼ同様の部材を含んで構成されるが、本実施の形態の許可要求受信処理部２４は、実施
の形態１の許可要求受信処理部２４とは異なる処理を行うので、以下で説明する。
【０４６７】
　本実施の形態の許可要求受信処理部２４について説明する。許可者装置３００２の許可
要求受信処理部２４は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３を介して、サー
ビス提供装置４００から送信される許可要求を受信する。また、許可者装置３００２の許
可要求受信処理部２４は、許可者装置３００２の電話・Ｗｅｂ通信部３０３を介して、許
可結果レスポンスをサービス提供装置４００に返信する。許可要求を受信した直後から、
許可結果レスポンスを送信する直前までの処理は、実施の形態１の許可要求受信処理部２
４と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０４６８】
　（サービス提供装置のより詳細な構成）
　続いて、本実施の形態のサービス提供装置４００のより詳細な構成について説明する。
図示のように、本実施の形態のサービス提供装置４００は、実施の形態１のサービス提供
装置４００とほぼ同様の部材を含んで構成されるが、本実施の形態のサービス提供装置制
御部４０３は、さらに、許可要求・結果転送処理部４７を含んでいるので、以下で説明す
る。
【０４６９】
　許可要求・結果転送処理部４７は、操作対象装置２００から外部通信部４０８を介して
受信した許可要求を、許可者装置３００２に送信する。具体的には、まず、許可要求を受
信すると、許可者が利用する許可者装置３００２を特定する。そのために、許可要求・結
果転送処理部４７は、上記受信した許可要求に含まれる「許可者ユーザ情報」に含まれる
「許可者装置電話番号」を取得する。そして、許可要求・結果転送処理部４７は、上記受
信した許可要求を、外部通信部４０８を介して、上記取得した許可者装置電話番号を有す
る許可者装置３００２に対して送信する。
【０４７０】
　そして、許可要求・結果転送処理部４７は、許可要求を許可者装置３００２に送信した
後、その応答として許可者装置３００２が送信した許可結果レスポンスを、外部通信部４
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０８を介して受信する。そして、許可要求・結果転送処理部４７は、該受信した許可結果
レスポンスを、外部通信部４０８を介して、操作対象装置２００に送信する。
【０４７１】
　なお、許可要求・結果転送処理部４７は、所定時間（例えば３分間など）、許可者装置
３００２から許可結果レスポンスを受信しなければ、不許可レスポンスを生成し、該生成
した不許可レスポンスを、外部通信部４０８を介して、操作対象装置２００に送信する。
【０４７２】
　なお、上記不許可レスポンスは、以下のように生成すればよい。すなわち、Ａ）許可要
求の操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であり、第１許可要求内容に許可を求める
内容が設定されている場合は、第１許可内容に値が設定されていない許可結果レスポンス
を生成する。また、Ｂ）許可要求の操作内容が「コンテンツを視聴する操作」であり、第
２許可要求内容に許可を求める内容が設定されている場合は、第２許可内容に値が設定さ
れてない許可結果レスポンスを生成する。また、Ｃ）許可要求の操作内容が「事前許可を
取得する操作」である場合は、第１許可内容、第２許可内容、及び第３許可内容のいずれ
にも値が設定されていない許可結果レスポンスを生成する。
【０４７３】
　〔遠隔操作システム１００における処理の流れ〕
　本実施の形態の遠隔操作システム１００における処理の流れは、実施の形態１の遠隔操
作システム１００における処理の流れとほぼ同様であるが、許可取得処理の流れが異なる
ので、以下で説明する。その他は、実施の形態１にて説明した処理の流れと同一であるの
で、その説明を省略する。
【０４７４】
　（許可取得処理の流れ）
　図３３を参照しながら、本実施の形態の許可取得処理の流れの概要について説明する。
図３３は、本実施の形態の許可取得処理の流れを示すフローチャートである。実施の形態
１にて説明した許可取得処理の流れと同一に処理については、その説明を省略する。
【０４７５】
　操作者が行おうとする操作が、視聴許可を得る必要があるものである場合には（ステッ
プＳ２０２にて「必要」）、本実施の形態の許可取得部７が、サービス提供装置４００に
対して許可要求を送信する（ステップＳ８０１）。
【０４７６】
　そして、サービス提供装置４００では、許可要求を受信すると（ステップＳ８０２にて
ＹＥＳ）、許可要求・結果転送処理部４７が許可者装置３００２を特定し（ステップＳ８
０３）、上記受信した許可要求を許可者装置３００２に対して許可要求を送信する（ステ
ップＳ８０４）。
【０４７７】
　そして、許可者装置３００２では、許可要求に応じて、許可入力処理を行った結果とし
て、許可結果レスポンスを操作者装置３００１に送信する（ステップＳ２０５）。
【０４７８】
　そして、サービス提供装置４００の許可要求・結果転送処理部４７は、許可者装置３０
０２から許可結果レスポンスを受信すると（ステップＳ８０５にてＹＥＳ）、該受信した
許可結果レスポンスを、操作対象装置２００に送信する（ステップＳ８０６）。
【０４７９】
　なお、サービス提供装置４００の許可要求・結果転送処理部４７は、所定時間（例えば
、３分間など）、許可者装置３００２から許可結果レスポンスを受信しなければ（ステッ
プＳ８０５にてＮＯ）、不許可レスポンスを生成し（ステップＳ８０７）、該生成した不
許可レスポンスを、操作対象装置２００に送信する（ステップＳ８０６）。
【０４８０】
　そして、操作対象装置２００は、サービス提供装置４００から許可結果レスポンスを受
信する（ステップＳ２０６にてＹＥＳ）。
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【０４８１】
　以上で述べたように、本実施の形態では、許可者から事前許可を与えられていない操作
者が、操作者装置３００１を用いて視聴制限コンテンツを視聴しようとすると、操作対象
装置２００が、まずサービス提供装置４００に対して、都度許可を求めるための許可要求
を送信する。そして、許可要求を受信したサービス提供装置４００が、許可者装置３００
２に対して、許可要求を送信する。そして、許可者装置３００２が許可要求を受信すると
、許可者は、許可者装置３００２にて、都度許可を与えるか否かを入力することができる
。そして、許可者が許可者装置３００２にて、都度許可を与える旨を入力すると、許可者
装置３００２がサービス提供装置４００に対して、視聴許可を与える旨のレスポンスを送
信する。そして、該レスポンスを受信したサービス提供装置４００は、操作対象装置２０
０に対して、該レスポンスを転送する。そして、操作対象装置２００は、該レスポンスを
受信すると、操作者が視聴しようとしていた、視聴制限コンテンツを再生する。
【０４８２】
　同様に、本実施の形態では、操作者が、操作者装置３００１を用いて事前許可を得るた
めの操作を行うと、操作対象装置２００が、まずサービス提供装置４００に対して、事前
許可を求めるための許可要求を送信する。そして、許可要求を受信したサービス提供装置
４００が、許可者装置３００２に対して、許可要求を送信する。そして、許可者装置３０
０２が許可要求を受信すると、許可者は、許可者装置３００２にて、事前許可を与えるか
否かを入力することができる。そして、許可者が許可者装置３００２にて、事前許可を与
える旨を入力すると、許可者装置３００２がサービス提供装置４００に対して、事前許可
を与える旨のレスポンスを送信する。そして、該レスポンスを受信したサービス提供装置
４００は、操作対象装置２００に対して、該レスポンスを転送する。そして、操作対象装
置２００は、該レスポンスを受信すると、操作者、上記許可された範囲内で、視聴制限コ
ンテンツを視聴することができるようになる。
【０４８３】
　以上のように、本実施の形態では、操作者は、許可者から都度許可を得ることにより、
視聴制限コンテンツを視聴することができるようになる。その際、操作者は、自らが用い
る操作者装置３００１を用いて操作対象装置２００を操作するだけでよい。また、許可者
は、許可要求があったときに、自らが用いる許可者装置３００２にて、許可するか否かを
入力するだけでよく、許可者が自ら操作対象装置２００を操作する必要は無い。
【０４８４】
　また、サービス提供装置４００と許可者装置３００２との通信は、インターネット及び
携帯電話網としての通信ネットワーク５００を介して行うことを想定しているので、都度
許可及び事前許可を求める要求、並びに、それらに対する応答は、インターネット及び携
帯電話網を介してやりとりすることとなる。したがって、操作者と許可者とが離れた位置
にいる場合（例えば、操作者が自宅に居て、許可者が外出している場合など）であっても
、操作者は、許可者から都度許可及び事前許可を得ることができる。
【０４８５】
　さらに、サービス提供装置４００と許可者装置３００２とが、都度許可及び事前許可を
求める要求、並びに、それらに対する応答をやりとりするので、操作者装置３００１が電
話・Ｗｅｂ通信部３０３を備えていない（つまり、携帯電話網としての通信ネットワーク
５００と通信できない）場合であっても、操作者は、許可者から都度許可及び事前許可を
得ることができる。
【０４８６】
　〔変形例〕
　視聴制限があるコンテンツを、未成年者などのユーザが自由に視聴できない仕組みとし
て、放送電波と共に送信される、番組の格付けに関する所定の信号をテレビジョン受像機
が受信すると、該テレビジョン受像機に内蔵されたＶチップ（V-Chip）と称される集積回
路が、上記所定の信号に応じて映像の表示を制御する（例えば、映像を表示しないなど）
仕組みが知られている。このようなＶチップを用いた視聴制限においても、本発明を適用
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することができる。
【０４８７】
　具体的には、操作者が許可者から都度許可を得たときは、テレビジョン受像機としての
操作対象装置２００が上記所定の信号を受信しても、Ｖチップによる映像の表示制御を行
わないようにすればよい。また、同様に、操作者が事前に許可者から事前許可を得ている
場合は、テレビジョン受像機としての操作対象装置２００が上記所定の信号を受信しても
、Ｖチップによる映像の表示制御を行わないようにすればよい。
【０４８８】
　（付記事項）
　最後に、遠隔操作装置３００、操作対象装置２００、及びサービス提供装置４００の各
ブロック、特に遠隔操作装置制御部３０６、操作対象装置制御部２０３、及びサービス提
供装置制御部４０３は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにＣ
ＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０４８９】
　すなわち、遠隔操作装置３００、操作対象装置２００、及びサービス提供装置４００は
、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ（central processing unit
）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）、上記プログラムを展開する
ＲＡＭ（random access memory）、上記プログラム及び各種データを格納するメモリ等の
記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現
するソフトウェアである遠隔操作装置３００、操作対象装置２００、及びサービス提供装
置４００の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログ
ラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記遠
隔操作装置３００、操作対象装置２００、及びサービス提供装置４００に供給し、そのコ
ンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読
み出し実行することによっても、達成可能である。
【０４９０】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０４９１】
　また、遠隔操作装置３００、操作対象装置２００、及びサービス提供装置４００を通信
ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを、通信ネットワークを介して
供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネ
ット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網
、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等
が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定され
ず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤ
ＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網
等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で
具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【０４９２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０４９３】
　本発明は、ユーザの操作に制限が設けることが可能な装置に適用できる。特に、権限の
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ないユーザが視聴制限のあるコンテンツを視聴できない仕組みが設けられているテレビ受
像機、録画再生装置、パーソナルコンピュータ等の操作対象装置、ユーザが該操作対象装
置を遠隔操作するための遠隔操作装置、及び、該遠隔操作装置を用いるユーザの指示に基
づいて上記操作対象装置にコンテンツを送信可能なサービス提供装置に好適に適用できる
。
【図面の簡単な説明】
【０４９４】
【図１】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムに含まれる、操作対象装置、遠隔操
作装置、及びサービス提供装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムの装置構成を示すブロック図である
。
【図３】図１で示した遠隔操作装置にて、リモコンアプリを起動したときに表示される画
面の一例を示す図である。
【図４】図１で示した遠隔操作装置にて、操作者のユーザＩＤ及びパスワードを入力する
画面の一例を示す図である。
【図５】図１で示した操作対象装置の電源オン時に、操作対象装置２００に表示される画
面の一例を示す模式図である。
【図６】図１で示した操作対象装置にて、ＶＯＤサービスを利用するためのメニューを表
示した様子の一例を示す模式図である。
【図７】図１で示した操作対象装置にて、コンテンツのリストを表示した様子の一例を示
す模式図である。
【図８】図１で示した操作対象装置にて、コンテンツの属性情報を表示した様子の一例を
示す模式図である。
【図９】図１で示した操作対象装置にて、許可者から都度許可を取得中であることを表示
した様子の一例を示す模式図である。
【図１０】図１で示した操作対象装置にて、視聴制限コンテンツを再生している様子の一
例を示す模式図である。
【図１１】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、要求さ
れた都度許可の内容を表示した様子の一例を示す模式図である。
【図１２】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、都度許
可を与えたコンテンツが有料コンテンツであることを表示した様子の一例を示す模式図で
ある。
【図１３】図１で示した操作対象装置にて、ＶＯＤサービスを利用するためのメニューを
表示した様子の他の一例を示す模式図である。
【図１４】図１で示した操作対象装置にて、許可者から事前許可を取得中であることを表
示している様子の一例を示す模式図である。
【図１５】図１で示した操作対象装置にて、許可者が事前許可を与えた内容を表示してい
る様子の一例を示す模式図である。
【図１６】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、事前許
可を与える内容を入力する画面を表示した様子の一例を示す模式図である。
【図１７】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、許可者
の氏名及び年齢、並びに、該許可者が許可を与える対象となる操作者の氏名及び年齢を入
力する画面の一例を示す模式図である。
【図１８】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、許可者
の連絡先及びクレジットカードの情報を入力する画面の一例を示す模式図である。
【図１９】図１で示した遠隔操作装置（のうち許可者が用いる許可者装置）にて、ユーザ
登録が完了したこと、及び、各ユーザのユーザＩＤ及びパスワードが発行されたことを表
示する画面の一例を示す模式図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムにおいて、操作者が、許可者から
視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
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【図２１】上記遠隔操作システムにおいて、操作者がＶＯＤサービスを利用する際におけ
る、各装置での処理の流れを示すフローチャートである。
【図２２】上記遠隔操作システムにおける許可取得処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図２３】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムにおける許可入力処理の流れを示
すフローチャートである。
【図２４】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムにおける権限検査処理の流れを示
すフローチャートである。
【図２５】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムにおけるコンテンツ視聴検査処理
の流れを示すフローチャートである。
【図２６】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムにおけるコマンド処理の流れを示
すフローチャートである。
【図２７】本発明の各実施形態に係る遠隔操作システムにおけるユーザ登録処理の流れを
示すフローチャートである。
【図２８】本発明の他の一実施形態に係る遠隔操作システムにおいて、操作者が、許可者
から視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
【図２９】上記遠隔操作システムに含まれる、操作対象装置、遠隔操作装置、及びサービ
ス提供装置の要部構成を示すブロック図である。
【図３０】上記遠隔操作システムにおける許可取得処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図３１】本発明の他の一実施形態に係る遠隔操作システムにおいて、操作者が、許可者
から視聴許可を得る流れの概要を示す模式図である。
【図３２】上記遠隔操作システムに含まれる、操作対象装置、遠隔操作装置、及びサービ
ス提供装置の要部構成を示すブロック図である。
【図３３】上記遠隔操作システムにおける許可取得処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【０４９５】
　　　５　ユーザ属性情報確認・取得部（ユーザ属性情報格納手段）
　　　６　権限検査部
　　　７　許可取得部（許可要求送信手段、許可信号受信手段）
　　　８　ユーザ操作処理部
　　　９　ユーザ属性情報送信部
　　１１　ユーザ属性情報記憶部（記憶部）
　　２４　許可要求受信処理部（許可要求受信手段、許可入力手段、許可信号送信手段）
　　２５　許可要求・結果転送処理部（転送処理手段）
　　４２　ユーザ属性情報送信処理部
　　４６　ユーザ属性情報受信処理部
　　５３　ユーザ属性情報記憶部
　１００　遠隔操作システム
　２００　操作対象装置
　２０９　被操作側通信部
　３００　遠隔操作装置（操作装置、許可入力装置）
３００１　操作者装置（操作装置）
３００２　許可者装置（許可入力装置）
　３０２　操作側通信部
　３０３　電話・Ｗｅｂ通信部
　４００　サービス提供装置
　５００　通信ネットワーク
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              Ｈ０４Ｑ　　　９／００
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００，２１／３０－４６，６０－８０　　　　
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